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【
要
旨
】

　

近
年
、
近
世
史
研
究
に
お
い
て
は
、
通
説
と
さ
れ
て
い
た
「
幕
藩
制
構
造
論
」
で
は
説
明
で
き
な
い
歴
史
事
象
が
い
く
つ
も
現
れ
て
き
た
。

と
く
に
、「
太
閤
検
地
」
で
確
立
し
た
本
百
姓
体
制
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。
政
策
基
調
と
さ
れ
た
「
太
閤
検
地
」
の

性
格
が
見
直
さ
れ
る
な
ら
、
当
然
、
村
と
い
う
地
域
社
会
の
あ
り
方
や
村
を
構
成
す
る
本
百
姓
の
性
格
も
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

二
神
家
は
中
世
に
は
瀬
戸
内
海
の
「
海
の
領
主
」
と
し
て
君
臨
し
た
家
で
あ
る
が
、
近
世
に
入
っ
て
も
中
世
か
ら
つ
な
が
る
家
同
士
の
結
合

を
末
家
・
又
末
家
関
係
を
通
し
て
継
承
す
る
一
方
で
、
庄
屋
と
し
て
村
行
政
を
担
う
立
場
を
築
き
な
が
ら
、
松
山
藩
の
家
臣
や
寺
院
、
さ
ら
に

は
医
者
な
ど
と
の
縁
組
み
な
ど
に
よ
っ
て
新
た
な
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
は
二
神
家
の
近
世
的
な
対
応
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
、
土
地
を
介
在
に
し
て
二
神
家
と
結
び
つ
く
家
々
と
の
関
係
は
、
中
世
以
来
の
結
束
を
維
持
、
強
化
し
よ
う
と
す
る
中
世
か
ら
の
継
承

を
重
視
し
た
動
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
入
っ
て
集
団
化
す
る
と
い
う
よ
り
、
中
世
以
来
の
集
団
の
あ
り
方
を
近
世
的
な
枠

組
み
の
中
で
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
家
々
と
の
縁
戚
関
係
を
基
礎
に
二
神
家
か
ら
末
家
と
し
て
数
軒
の
家
を
起
こ
し
、
ま
た
、
婚
姻
、
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
末
家
と

の
結
び
つ
き
を
強
化
し
た
。
末
家
と
の
関
係
は
、
単
に
本
家
―
末
家
の
関
係
で
は
な
く
、
二
神
家
に
継
嗣
が
い
な
い
場
合
は
、
末
家
か
ら
当
主

と
し
て
迎
い
入
れ
よ
う
と
し
た
事
例
も
あ
る
な
ど
、
将
軍
家
と
「
御
三
家
」
の
よ
う
な
関
係
が
二
神
家
と
末
家
の
あ
い
だ
に
は
成
立
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
末
家
の
石
高
の
所
持
状
況
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
末
家
が
二
神
家
に
次
い
で
上
位
に
名
を
連
ね
る
。
ま

た
、
二
神
家
の
「
家
頼
」
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
従
属
関
係
は
抽
出
で
き
な
い
。「
給
田
」
や
「
給
畑
」
を
分
与
さ
れ
た
だ
け
な

く
、
妙
見
社
の
祭
事
を
司
る
な
ど
重
要
な
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。
二
神
家
は
土
地
を
通
し
て
家
同
士
の
結
束
を
維
持
し
、
特
別
に
二
神

家
と
関
係
が
あ
る
家
に
対
し
て
は
「
支
配
地
」
を
分
与
す
る
な
ど
し
て
、
島
民
と
と
も
に
近
世
社
会
を
生
き
抜
い
た
の
で
あ
る
。
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分
の
捉
え
方
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
幕
藩
制
構
造

論
」
に
お
い
て
本
百
姓
体
制
を
築
く
た
め
の
政
策
基
調
と
さ
れ
た
「
太
閤
検
地
」
の

性
格
が
見
直
さ
れ
る
な
ら
、
当
然
な
が
ら
、
村
と
い
う
地
域
社
会
の
あ
り
方
と
、
そ

の
村
を
構
成
す
る
本
百
姓
の
性
格
自
体
も
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
、
中
世
と
近
世
の
連
続
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
中
世
以
来
の
家

と
家
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
、
ま
た
、
近
世
的
な
変
容
を
遂
げ
て
い
っ

た
の
か
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
二
神
家
は
、
中
世
か
ら
つ
な
が
る
家
同
士
の
結
び
つ
き

を
末
家
・
又
末
家
の
関
係
を
通
し
て
維
持
す
る
一
方
で
、
庄
屋
と
し
て
村
行
政
を
中

心
的
に
担
う
立
場
を
築
き
な
が
ら
、
松
山
家
臣
や
寺
院
、
さ
ら
に
は
、
医
者
の
家
な

ど
と
婚
姻
や
養
子
縁
組
み
を
繰
り
返
し
て
縁
戚
関
係
を
創
り
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を

近
世
的
な
対
応
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
な
ら
、
そ
の
土
地
を
介
在
に
し
て
二
神
家
と

結
び
つ
く
家
々
と
の
関
係
は
、
中
世
以
来
の
家
同
士
の
関
係
を
継
承
し
て
、
さ
ら
に

結
束
を
強
め
よ
う
と
す
る
中
世
か
ら
の
連
続
性
を
重
視
し
た
動
き
で
あ
っ
た
と
理
解

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
入
っ
て
集
団
化
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
、
中
世
以
来
の

集
団
の
あ
り
方
を
近
世
的
な
枠
組
み
の
中
で
維
持
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
と
い
っ
た

方
が
適
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
瀬
戸
内
海
に
浮

か
ぶ
小
島　
二
神
島
に
お
け
る
二
神
家
の
存
在
形
態
や
縁
戚
関
係
を
基
礎
に
し
た
家

と
家
の
結
び
つ
き
の
実
態
解
明
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
、
主
に
二

神
司
朗
家
文
書
を
分
析
の
対
象
に
し
て
い
る
。

一
章
　
二
神
家
の
歴
代
当
主
と
そ
の
縁
戚
関
係

　

二
神
家
は
、
18
代
当
主
種
家
を
「
二
神
居
住
の
祖
」
と
し
て
、
同
家
は
以
後
代
々

現
在
ま
で
続
く
。「
二
神
新
四
郎
由
緒
親
類
附　

扣）
7
（

」
に
よ
れ
ば
、
二
神
氏
の
来
歴

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
職
冠
藤
原
鎌
足
十
三
代
中
ノ
関
白
道
隆
五
代
孫
武
門
改
正
豊
田
輔
長
、
十
四

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
中
世
後
期
、
河
野
氏
や
来
島
村
上
氏
な
ど
に
従
っ
て
、
瀬
戸
内
海
を
舞

台
に
「
海
の
領
主
」
と
し
て
活
動
し
た
二
神
氏
の
近
世
的
な
対
応
に
つ
い
て
分
析
す

る
こ
と
を
目
的
と
す

）
1
（る

。
と
く
に
、
二
神
島
に
お
け
る
土
地
所
持
の
実
態
の
解
明
を

通
し
て
、
土
地
を
介
在
と
し
た
二
神
氏
と
他
家
と
の
結
び
つ
き
や
他
家
同
士
の
関

係
、
さ
ら
に
は
、
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
中
世
以
来
の
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し

た
二
神
氏
の
立
場
、
い
わ
ゆ
る
武
士
と
百
姓
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
よ
う
な
二
神

氏
の
性
格
を
追
究
し
て
み

）
2
（る

。
二
神
家
は
、
近
世
に
入
っ
て
も
自
ら
「
二
神
村
荘

官
」
と
称
す
な

）
3
（ど

、
二
神
島
に
お
け
る
同
家
の
存
在
は
、
他
の
家
と
同
等
に
論
ず
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
二
神
島
の
構
成
員
で
あ
る
百
姓
の

生
業
を
考
え
た
場
合
、
そ
の
立
地
条
件
か
ら
も
漁
業
や
廻
船
業
に
大
き
な
比
重
が
置

か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
然
予
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
土

地
を
介
在
と
し
た
家
と
家
の
あ
り
方
の
解
明
に
力
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
海
に
関

す
る
生
業
に
つ
い
て
は
捨
象
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
近
世
史
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
導
し
て
き

た
「
幕
藩
制
構
造

）
4
（論
」
の
理
論
的
枠
組
み
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
歴
史
事
象
が
次
々

と
現
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
「
太
閤
検
地
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
一
筆
ご

と
の
耕
作
地
の
生
産
高
を
把
握
し
て
「
作
あ
い
」
否
定
の
原
則
の
も
と
で
、
領
主
が

す
べ
て
の
余
剰
部
分
を
収
奪
し
た
と
す
る
捉
え
方
に
は
疑
問
が
投
げ
か
ら
れ
て

い
）
5
（る

。
と
く
に
、「
石
高
」
を
生
産
高
と
み
な
す
見
解
に
対
し
て
は
、「
石
高
」
は
年

貢
高
で
あ
り
、
ま
た
、「
免
」
の
性
格
に
つ
い
て
も
あ
く
ま
で
も
「
免
引
き
」（
免

除
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
も
生
ま
れ

）
6
（た

。
全
国
的
に
慶
長
十

年
（
一
六
〇
五
）
前
後
を
境
に
免
の
意
味
変
化
が
起
こ
り
、
免
除
の
意
味
か
ら
年
貢

率
を
表
す
用
語
に
変
わ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
「
免
」
の
性
格
そ
の
も
の
が
変
質

し
た
わ
け
で
な
か
っ
た
。「
石
高
」
が
年
貢
高
で
、「
免
」
が
免
除
の
意
味
を
表
す
な

ら
、
こ
れ
ま
で
の
「
五
公
五
民
」
な
ど
と
い
っ
た
領
主
と
百
姓
の
間
で
行
わ
れ
る
配
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

一
六
七
二
）
に
は
、
そ
の
種
忠
の
嫡
男
で
あ
る
29
代
種
次
（
源
三
郎
）
が
庄
屋
を
勤

め
た
。
種
次
と
交
替
し
て
二
神
島
の
庄
屋
を
退
い
た
種
忠
は
繞
村
の
庄
屋
に
取
り
立

て
ら
れ
、
二
男
の
嘉
右
衛
門
を
連
れ
て
繞
村
に
引
っ
越
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
嘉
右

衛
門
が
庄
屋
を
引
き
継
い
だ
の
で
、
種
忠
は
二
神
島
に
帰
島
し
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
二
神
島
の
み
な
ら
ず
、
繞
村
の
庄
屋
を
も
担
う
な
ど
、
近
世
の
村
行
政
に
積
極

的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
二
神
家
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

二
神
家
が
家
の
歴
史
を
右
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
二
神
島

で
の
居
住
は
18
代
種
家
が
二
神
島
に
土
着
し
た
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
と
捉
え
て
い

た
。
そ
の
18
代
種
家
か
ら
幕
末
に
至
る
当
主
の
変
遷
を
表
に
ま
と
め
た
の
が
、
次
に

掲
げ
た
表
1
で
あ
る
。

　

二
神
家
の
歴
代
当
主
は
表
1
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
確
認
で
き
る
範
囲
で
二

神
氏
と
婚
姻
・
養
子
縁
組
み
な
ど
に
よ
っ
て
縁
戚
関
係
と
な
っ
て
い
る
実
態
を
追
っ

て
み
よ
う
。
28
代
の
種
忠
は
、
周
防
国
旧
村
上
家
臣
八
代
島
住
士
の
村
上
某
家
か
ら

妻
を
迎
え
て
い
る
。
29
代
種
次
の
代
で
は
、
種
忠
と
同
様
、
妻
は
八
代
島
住
士
の
村

上
四
郎
右
衛
門
家
の
娘
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
繞
村
豊
田
金
左
衛
門
家
の
勘
左

衛
門
に
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
。
30
代
種
永
は
、
周
防
国
和
田
住
士
の
馬
場
六
兵
衛
家

か
ら
後
妻
を
娶
っ
て
い
る
。
ま
た
、
怒
和
村
の
柳
原
権
兵
衛
摘
女
へ
息
子
弥
四
郎
を

養
子
に
出
し
分
家
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
怒
和
島
の
柳
原
家
と
の
結
び
つ
き
は
強
く
、

31
代
種
信
の
妻
も
柳
原
権
兵
衛
家
の
娘
で
あ
り
、
ま
た
、
自
分
の
娘
を
柳
原
万
吉
の

嫁
と
し
て
送
り
出
し
て
い
る
。
32
代
種
章
も
同
様
、
怒
和
島
の
柳
原
嘉
七
昌
方
か
ら

妻
を
迎
え
た
。
そ
し
て
、
息
子
末
弥
を
松
山
藩
中
河
東
権
之
丞
家
の
養
子
と
し
て
縁

組
み
さ
せ
て
い
る
。
33
代
種
福
の
妻
も
周
防
国
八
代
島
住
士
の
馬
場
吉
左
衛
門
の
娘

で
あ
る
。
二
人
の
娘
を
松
山
の
小
倉
玄
道
と
風
早
郡
の
柳
原
三
宅
仙
庵
に
そ
れ
ぞ
れ

嫁
が
せ
た
。
こ
の
二
人
は
他
の
史
料
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、
医
者
の
家
で
あ
る
。

表
中
最
後
の
34
代
種
五
は
、
先
代
種
福
に
嫡
男
が
い
な
か
っ
た
た
め
娘
の
聟
と
し
て

二
神
家
に
入
っ
た
人
物
で
あ
り
、
畑
里
村
浜
田
喜
三
右
衛
門
三
男
で
あ
る
。
こ
の
種

五
も
娘
を
繞
村
豊
田
金
左
衛
門
家
に
嫁
が
せ
て
い
る
。

代
藤
十
郎
家
種
始
而 

予
州
ニ
渡
り
、
属
于
河
野
家
賜
知
行
所
二
神
嶋
ニ
居
所

構
、
二
神
氏
と
改
、
参
勤
仕
居
申
候
処
、
河
野
家
依
滅
亡
、
二
神
村
江
蟄
居

仕
、
天
正
年
中
太
閤
様
御
代
御
検
地
之
節
、
風
早
郡
よ
り
嶋
方
先
案
内
等
被　

仰
付
相
勤
、
其
後
加
藤
左
馬
之
助
様
御
代
預
御
扶
持
相
勤
居
申
候
処
、
奥
州
会

津
江
御
国
替
ニ
付
、
又
々
二
神
村
江
蟄
居
仕
、
右
家
種
拾
代
二
神
藤
左
衛
門
種

長
嫡
子
八
右
衛
門
種
忠
、
正
保
年
中
庄
屋
役
被　

仰
付
候

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
二
神
家
は
長
門
国
豊
田

）
8
（氏
を
出
自
と
し
、
14
代
家
種
（
藤
十

郎
）
が
初
め
て
伊
予
国
に
渡
り
、
水
軍
河
野
氏
に
仕
え
、
知
行
所
と
し
て
二
神
島
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
二
神
島
に
居
を
構
え
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
河
野
氏
が
滅

亡
し
た
た
め
二
神
島
に
居
住
し
、
天
正
年
中
の
「
太
閤
検
地
」
施
行
の
際
に
は
、
風

早
郡
の
島
方
の
案
内
役
を
勤
め
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
加
藤
左
馬
之
助
の
扶
持
を
受

け
て
勤
仕
し
た
が
、
そ
の
加
藤
氏
が
奥
州
会
津
に
国
替
え
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
再

度
二
神
島
に
定
住
し
た
。
そ
し
て
、
後
年
の
正
保
年
間
に
種
家
よ
り
十
代
あ
と
の
28

代
種
忠
が
二
神
島
の
庄
屋
に
初
め
て
任
命
さ
れ
た
。

　

同
文
書
の
中
に
は
、
そ
の
種
忠
が
庄
屋
に
就
任
し
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
神
左
衛
門
種
長
嫡
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
神
村

　
　
　
　

庄
屋
役
初
代 

八
右
衛
門

一
正
保
年
中
、
居
村
庄
屋
役
被
仰
付

一
寛
文
年
中
、
嫡
子
源
三
郎
江
居
村
庄
屋
役
被
仰
付
、
繞
村
庄
屋
役
被
仰
付
候

ニ
付
、
二
男
嘉
右
衛
門
召
連
引
越
、
其
後
嘉
右
衛
門
引
替
被
仰
付
候
ニ
罷
帰

候

　

文
中
の
八
右
衛
門
が
28
代
種
忠
で
あ
り
、
27
代
種
長
（
藤
左
衛
門
）
の
嫡
男
で
あ

る
。
種
忠
は
正
保
年
間
に
二
神
島
の
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
、
寛
文
年
中
（
一
六
六
一
〜
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の
有
力
な
家
で
あ
る
桑
原
家
や
杉
野
家
、
さ
ら
に

は
、
縁
戚
関
係
に
あ
る
繞
村
の
豊
田
家
な
ど
と
の

縁
組
み
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
、
松
山
藩
家
臣
の
と
こ
ろ
へ
養
子
を
出
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
四
は
、
医
者
の
家
に
娘

を
嫁
が
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
の
瀬
戸
内
海
の
島
々
に
居
を
構
え
る
旧
水

軍
の
村
上
家
臣
や
、
二
神
一
族
と
し
て
二
神
氏
と

の
関
係
が
格
別
強
い
家
と
の
縁
組
み
を
行
っ
て
い

る
点
は
、
中
世
か
ら
連
な
る
家
同
士
の
関
係
を
保

持
し
、
さ
ら
な
る
結
束
を
目
指
そ
う
と
す
る
現
れ

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
な
か
で
も
、
周
防
国

の
住
人
と
の
縁
戚
関
係
が
目
立
つ
。
二
神
氏
の
出

自
は
長
門
国
で
あ
り
、
そ
の
位
置
と
も
関
係
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
つ
い
て
は
、
旧
来
か
ら

の
何
ら
か
の
関
係
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

他
村
の
有
力
層
で
あ
る
庄
屋
や
大
庄
屋
な
ど
の
家

と
の
結
び
つ
き
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
、
家
同
士
に
お
け
る
二
神
氏
の
近

世
的
対
応
の
一
つ
で
あ
り
、
第
三
の
松
山
藩
家
臣

団
と
の
縁
戚
関
係
の
構
築
は
そ
の
最
た
る
も
の
と

い
え
る
。
第
四
の
医
者
と
の
縁
組
み
も
近
世
的
対

応
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

二
神
家
と
親
族
の
嫁
ぎ
先
や
養
子
縁
組
み
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
二
神
家
と
強
固
な
結
び
つ
き
の
あ
る
他
家
と

の
関
係
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。
二
神
家
に
は
、
安
永
十
年
（
一
七
八
一
）
正
月
の

「
二
神
氏
末
家
之
次

）
9
（第
」（
以
下
「
末
家
之
次
第
」）、
安
永
五
年
の
「
系
図
写
下

）
10
（書
」

　

こ
う
し
て
歴
代
当
主
と
そ
の
妻
の
出
た
家
、
あ
る
い
は
、
親
族
の
婚
姻
先
や
養
子

縁
組
み
先
の
内
容
を
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
、

二
神
家
で
は
養
子
で
迎
え
た
第
34
代
種
五
を
除
き
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
に
住
居
す
る

旧
村
上
家
臣
や
、
二
神
一
族
の
系
譜
を
有
す
る
家
か
ら
妻
を
迎
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
に
は
、
親
族
た
ち
の
嫁
ぎ
先
や
養
子
先
を
み
る
と
、
島
々
の
庄
屋
ク
ラ
ス

表 1　二神家の縁戚関係
当 主 名 没　年 事 例 関 係 婚姻先・養子先

18代　種家 （二神島居住の祖とされている）
19代　吉種
20代　種直
21代　家直
22代　家真
23代　種
24代　通範
25代　通種
26代　家種 寛永 5（1628）
27代　種長 明暦 3（1657）

28代　種忠

1 室 防州村上家臣八代島住士村上何某
貞享 5（1688） 2 女子 豊田金左衛門妻

3 女子 桑原七兵衛妻
4 女子 杉野市右衛門妻

29代　種次
5 室 周防国八代島住士村上四郎右衛門女

享保 10（1725）89歳 6 女子 饒村 勘左衛門妻
7 女子 津和地村 桑原民部妻

30代　種永

8 後室 防州和田住士 馬場六兵衛娘
延享 4（1727）80歳 9 女子 杉野与三右衛門室

10 女子 杉野市右衛門家督　入甥杉野源蔵室
11 弥四郎 柳原権兵衛嫡女へ養子分家

31代　種信
明和 2（1765）69歳 12 室 怒和島 柳原権兵衛娘

13 女 怒和島 柳原万吉室

32代　種章
14 女子 怒和島 柳原嘉七昌方室

寛政 6（1794）61歳 15 女子 睦月島 村上市郎室
16 末弥 松山藩中 河東権之丞養子

33代　種福
文政 3（1820）62歳 17 女子 周防八代島住士馬場吉左衛門室

（防州和田邑住士 馬場吉左衛門室）
18 女子 松山 小倉玄道室
19 女子 風早郡 柳原三宅仙庵室

34代　種五
慶応 2（1866）71歳 20 室 二神種福女

（種五は畑里邑浜田喜三右衛門三男）
21 女子 饒村 豊田金左衛門室

注）安永 10年正月「二神氏末家之次第」（第 1次 76）、安永 5年「系図写下書」（第１次 374-1）、「過去帳」
（無番号）などを照合の上作成。
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

門
が
死
去
し
、
し
か
も
子
供
が
幼
少
で
あ
っ
た
た
め
、
ま
た
ま
た
金
左
衛
門
の
弟
で

あ
る
勘
左
衛
門
が
豊
田
家
を
相
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
神
島
の
①
勘
右
衛
門
家

の
相
続
人
で
あ
る
勘
右
衛
門
（
勘
左
衛
門
の
兄
）
が
早
世
し
た
た
め
、
こ
の
勘
左
衛

門
は
再
び
二
神
島
に
帰
り
①
勘
右
衛
門
家
を
継
い
だ
。
し
か
も
、
そ
の
妻
は
二
神
家

29
代
種
次
（
源
三
郎
）
の
娘
で
あ
る
。
そ
の
後
、
①
勘
右
衛
門
家
は
伝
左
衛
門
（
後　

幸
右
衛
門
）、
忠
蔵
（
後　

善
蔵
）
と
続
き
、
忠
蔵
は
伝
左
衛
門
に
養
子
に
入
っ
て
伝

左
衛
門
の
娘
を
妻
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
忠
蔵
は
二
神
家
30
代
種
永
の
九
男
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
末
家
の
①
勘
右
衛
門
家
と
二
神
家
と
の

結
び
つ
き
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
い
で
、
②
弥
左
衛
門
家
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
同
家
は
前
の
①
勘
右
衛
門
家

か
ら
分
か
れ
た
家
で
、
元
祖
の
名
前
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
家
の
由
緒
も
①
勘
右

衛
門
家
と
同
様
と
の
注
記
が
あ
る
。
同
家
は
、
途
中
不
明
の
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の

後
、
弥
左
衛
門
、
弥
左
衛
門
、
九
郎
七
（
後　

弥
左
衛
門
）
と
続
き
、
九
郎
七
の
姉

は
後
出
す
る
二
神
平
六
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。

　

③
藤
兵
衛
家
は
、
二
神
家
26
代
家
種
（
修
理
尉
）
の
二
男
種
与
（
九
兵
衛
）
が
別

家
と
し
て
起
こ
し
た
家
で
あ
る
。
そ
の
後
、
種
友
（
助
太
夫
）、
種
置
（
藤
兵
衛
）、

種
男
（
九
兵
衛
・
藤
兵
衛
）、
種
品
（
藤
助
）
な
ど
へ
と
連
な
る
が
、
種
男
の
嫡
子
種

品
の
弟
に
は
後
出
す
る
平
六
が
い
る
。

　

続
い
て
④
久
助
家
を
み
る
と
、
③
藤
兵
衛
家
と
同
様
、
二
神
家
26
代
家
種
の
三
男

種
末
（
久
助
）
が
分
家
し
た
家
で
あ
り
、「
父
修
理
尉
譲
家
於
嫡
子
種
末
ヲ
ツ
レ
テ

分
家
督
隠
居
ス
、
仍
自
本
家
年
始
歩
行
始
、
又
は
子
供
誕
生
之
節
久
助
家
ヱ
始
テ
行

事
吉
例
也
」
と
記
す
よ
う
に
、
26
代
家
種
が
家
督
を
嫡
子
27
代
種
長
に
譲
っ
た
際
、

三
男
種
末
を
連
れ
て
隠
居
し
た
と
き
に
起
こ
し
た
家
で
あ
る
。
そ
の
後
、
種
世
（
源

兵
衛
）、
種
安
（
左
大
夫
・
太
左
衛
門
）、
種
厚
（
太
左
衛
門
）、
種
元
（
久
助
）
な
ど
へ

継
承
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
種
世
の
妻
は
松
山
藩
家
臣
竹
村
五
郎
兵
衛
家
か
ら
迎
え

て
い
る
。
種
世
の
弟
で
あ
る
半
兵
衛
は
旧
村
上
家
臣
垣
生
弥
左
衛
門
家
の
養
子
と
し

て
送
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
妹
は
、
宇
佐
三
月
の
妻
で
あ
り
、
そ
の
宇
佐
三
月
な

（
同
「
系
図
写
」）、
先
に
引
用
し
た
「
二
神
新
四
郎
由
緒
親
類
附　

扣）
11
（

」（
同
「
親
類

附
」）、
さ
ら
に
は
仏
壇
に
供
え
ら
れ
て
い
た
「
過
去

）
12
（帳

」
な
ど
、
同
家
と
各
家
の
関

係
を
示
す
好
個
の
史
料
が
伝
わ
る
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
作
表
し
た
の
が
表
2
で
あ

る
。

　

ま
ず
、「
末
家
之
次
第
」（
末
尾
の
付
図
参
照
）
で
は
、
表
中
の
①
勘
右
衛
門
家
か

ら
⑫
ま
で
の
一
二
家
と
の
関
係
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
は
、
表
紙

に
「
二
神
藤
右
衛
門
種
章
尋
古
記
改
之
」
と
記
さ
れ
、
32
代
種
章
（
藤
右
衛
門
）
が

古
い
記
録
を
利
用
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初
に
現
れ
る
の
が
①
勘
右

衛
門
家
で
あ
る
。
元
祖
は
「
某
」
と
記
さ
れ
て
名
前
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の

「
某
」
の
由
緒
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
家
時
代
至
テ
古
、
先
祖
筋
目
ノ
ホ
ド
不
知
、
古
記
等
在
之
ト
イ
ヘ
ト
モ
焼
失

ス
、
何
サ
マ
タ
ヾ
シ
キ
家
也
、
二
神
家
同
家
ニ
候
ヤ
、
其
分
レ
モ
不
知
、
後
ヲ

ヒ
〳
〵
縁
組
ノ
事
紛
ナ
シ
、
仍
代
数
不
明
中
興
相
知
レ
ル
処
、
左
ニ
記
之

口
伝
ニ
曰
、
往
古
此
家
二
神
嶋
ニ
古
ク
住
居
ス
ル
処
、
二
神
藤
十
郎
種
家

予
州
ニ
ワ
タ
リ
、
河
野
家
ニ
ゾ
ク
シ
テ
所
々
知
行
ス
ル
中
ニ
モ
、
二
神
嶋

ヲ
住
所
ト
ス
ル
故
、
種
家
ニ
随
テ
後
追
々
一
家
ト
成
テ
供
ニ
二
神
ヲ
名
ノ

ル
カ
、
本
シ
モ
ソ
マ
ツ
ノ
家
ニ
ハ
無
之

　

こ
こ
で
は
、
①
勘
右
衛
門
家
は
古
い
家
で
、
詳
し
い
こ
と
は
古
記
な
ど
が
焼
失
し

た
た
め
分
か
ら
な
い
が
、
由
緒
あ
る
家
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
古
く
か
ら

二
神
島
に
住
居
し
て
い
た
家
で
、
前
述
し
た
二
神
家
18
代
種
家
（
藤
十
郎
）
が
河
野

氏
に
随
っ
て
所
々
を
知
行
す
る
う
ち
に
も
、
二
神
島
を
住
所
と
し
た
こ
と
か
ら
、

後
々
「
一
家
」
と
な
っ
て
両
家
と
も
「
二
神
」
を
名
乗
っ
て
き
た
と
い
う
伝
承
が
残

っ
て
い
る
。
途
中
の
当
主
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
年
代
が
下
り
、
こ
の
①
勘
右
衛
門

家
で
は
金
左
衛
門
が
繞
村
豊
田
嘉
右
衛
門
家
を
相
続
し
た
。
そ
の
妻
は
表
1
で
示
し

た
よ
う
に
、
二
神
家
28
代
種
忠
の
娘
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
豊
田
家
で
は
金
左
衛
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之
処
、
依
男
子
誕
生
分
家
督
別
家
ス　

妻

種
次
娘
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
後
ほ
ど
出

て
く
る
助
之
允
家
の
人
物
で
あ
る
。
次
の

種
厚
（
太
左
衛
門
）
の
妻
は
二
神
家
29
代

種
次
（
源
三
郎
）
の
娘
で
あ
り
、
ま
た
、

種
元
（
久
助
）
の
弟
に
は
出
家
し
て
安
養

寺
の
住
職
に
な
っ
た
尭
範
（
出
家
時
は
教

寛
）
が
い
る
。

　

⑥
八
十
郎
家
に
つ
い
て
は
、
二
神
家
28

代
種
忠
（
八
右
衛
門
）
の
孫
と
あ
り
、
そ

の
名
前
は
不
明
で
あ
る
。
同
家
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

此
八
十
郎
曰
者
、
実
種
忠
之
聟
、
津

和
地
村
桑
原
八
太
夫
先
祖
七
兵
衛
嫡

子
、
而
種
忠
之
孫
也
、
七
兵
衛
死
後

八
十
郎
幼
少
、
而
不
建
一
家
、
依
同

所
桑
原
和
泉
弟
民
部
種
忠
為
聟
、
神

職
檀
家
供
分
之
貰
七
兵
衛
跡
ヲ
令

建
、
其
後
伴
八
十
郎
復
還
于
二
神

嶋
、
二
男
嘉
右
衛
門
種
友
妻
嫡
女
建

一
家

私
ニ
曰
、
八
右
衛
門
孫
タ
リ
ト

云
モ
、
是
女
ノ
子
也
、
タ
ネ
ハ
七
兵
衛
ナ
レ
ハ
二
神
之
筋
目
ト
ウ
〳
〵
ト

ハ
云
カ
タ
シ

　

こ
の
⑥
八
十
郎
家
は
、
28
代
種
忠
の
孫
に
あ
た
る
人
物
が
起
こ
し
た
家
で
あ
り
、

る
人
物
は
、「
此
三
月
は
豊
前
宇
佐
ノ
社
職
タ
リ
シ
カ
、
二
神
嶋
ニ
来
テ
居
住
ス
」

と
あ
る
よ
う
に
、
豊
前
国
宇
佐
か
ら
二
神
島
に
や
っ
て
来
て
居
住
し
て
い
た
神
職
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
種
安
の
妻
は
旧
村
上
家
臣
の
娘
で
あ
る
。
な
お
、
種
安
の
弟
に
種

形
（
助
之
允
）
が
い
る
。
こ
の
助
之
允
は
、「
本
家
種
次
無
嫡
男
養
子
ト
ス
ル
ハ
ツ

表２　二神家の末家・又末家の縁戚関係
家　名 事 例 名　前 　関　係

① 勘右衛門家

1 金左衛門 饒村　豊田嘉右衛門家相続
妻　二神八右衛門種忠女

2 勘左衛門
饒村　豊田嘉右衛門家相続
後二神当家（勘右衛門家）相続
妻　二神源三郎種次女

② 弥左衛門家 3 某 二神勘右衛門より分家

③ 藤兵衛家

4 種与 二神修理尉家種二男
5 平六 於二神島別家
6 源七 摂州尼ヶ崎土佐屋善七へ養子
7 種光 妻　芸州能美之島飛渡瀬村南野清右衛門女

④ 久助家

8 種末 二神修理尉家種三男
9 種世 妻　松山家中竹村五郎兵衛女

10 半兵衛 村上家臣八代和田邑垣生弥左衛門へ養子
11 女 宇佐三月嫁　豊前宇佐社職
12 種安 妻　村上家臣八代伊保田邑俊成次郎左衛門女

⑤ 饒村 豊田金左衛門家 13 種友 二神八右衛門種忠二男
妻　二神藤兵衛女

⑥ 八十郎家

14 八十郎 二神八右衛門種忠孫

15 半平・種行 二神種永五男
妻　防州情島小島某女

16 宇八 妻　怒和島柳原金十郎女
17 女 松山家中某妻

⑦ 助之允家 18 種形 二神源三郎種次より分家二神源兵衛二男
妻　種次嫡女

⑧ 又末家　七右衛門家 19 七郎兵衛 二神勘右衛門二男

⑨ 孫三郎家

20 種金 二神三郎種次二男
妻　怒和島　柳原権兵衛昌忠女

21 久四郎 摂州尼ヶ崎広屋久右衛門養子
22 喜八 尼ヶ崎ネツミヤ某養子
23 金右衛門 摂州西ノ宮杉屋某養子
24 新七 妻　二神藤右衛門種章養女

⑩ 又末家平六家 25 平六 二神藤兵衛末子
⑪ 又末家忠次家 26 忠次 二神半平嫡子
⑫ 二神藤十郎家家頼 27 青木忠右衛門 種家予州二神島へ居住の節召連参家頼
注）安永 10年正月「二神氏末家之次第」（第 1次 76）、安永 5年「系図写下書」（第１次 374-1）、年不詳「二神新四

朗由緒親類附　扣」（第１次 103）、「過去帳」（無番号）などを照合の上作成。
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

の
兄
で
あ
る
。
以
後
、
当
主
は
安
左
衛
門
（
四
郎
左
衛
門
）、
勘
右
衛
門
、
政
之
助

（
七
郎
兵
衛
）
と
続
く
。

　

次
の
又
末
家
は
⑨
孫
三
郎
家
で
あ
る
。
こ
の
家
は
、
二
神
家
29
代
種
次
（
源
三

郎
）
の
二
男
種
金
（
孫
三
郎
）
が
別
家
し
て
起
こ
し
た
家
で
あ
る
。
そ
の
後
、
種
近

（
金
三
郎
）、
新
七
、
安
次
郎
（
新
七
）、
孫
兵
衛
（
新
七
）
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
初

代
の
種
金
の
妻
は
怒
和
島
柳
原
権
兵
衛
昌
忠
の
娘
で
あ
り
、
次
代
の
種
近
（
金
三

郎
）
の
妻
は
、
末
家
④
久
助
家
の
二
神
種
厚
（
太
左
衛
門
）
の
娘
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
新
七
の
妻
は
二
神
家
32
代
種
章
（
藤
右
衛
門
）
の
養
女
で
あ
り
、
安
次
郎
（
新

七
）
の
妻
は
豊
田
半
平
の
娘
、
孫
兵
衛
（
新
七
）
の
妻
は
豊
田
藤
九
郎
の
娘
で
あ

る
。
続
い
て
、
⑩
平
六
家
が
出
て
く
る
。
こ
の
家
は
末
家
③
二
神
藤
兵
衛
家
か
ら
別

れ
た
家
で
あ
り
、
平
六
は
、
種
男
（
九
兵
衛
・
藤
兵
衛
）
の
四
男
、
つ
ま
り
、
種
男

の
次
の
当
主
種
品
（
藤
助
）
の
弟
で
あ
る
。
そ
の
後
、
七
之
助
、
藤
七
と
継
承
さ
れ

る
。
最
後
の
又
末
家
は
、
⑪
忠
次
家
で
あ
る
。
こ
の
家
は
、
末
家
⑥
八
十
郎
家
か
ら

別
れ
た
家
で
、
種
行
（
半
平
）
の
当
主
時
代
に
そ
の
嫡
男
で
あ
る
忠
次
が
別
家
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
十
次
郎
、
清
次
郎
（
助
左
衛
門
、
後　

助
十
郎
）、
徳
蔵

（
林
蔵
）
と
続
く
。

　

こ
う
し
て
、
末
家
か
ら
さ
ら
に
別
れ
て
家
を
起
こ
し
た
又
末
家
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
り
う
る
。
い
ず
れ
も
、
別
家
後
も
そ
の
本
家
（
こ
の
場
合
、
二
神
家
の
末
家
の
こ

と
）
と
の
結
び
つ
き
は
強
く
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
元
祖
で
あ
る
二
神
家
と
の
関
係

も
特
別
の
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
末
家
や
又
末
家
の
ほ
か
に
も
、
末
家
に
相
当
す

る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
家
が
一
軒
存
在
す
る
。
そ
れ
が
、
繞
村
の
⑤
豊
田
金
左
衛
門

家
で
あ
る
。
こ
の
⑤
豊
田
金
左
衛
門
家
は
、
二
神
家
28
代
種
忠
（
八
右
衛
門
）
の
二

男
種
友
が
起
こ
し
た
家
で
あ
る
。
同
人
は
豊
田
嘉
右
衛
門
と
号
し
、
妻
を
末
家
③
二

神
藤
兵
衛
家
か
ら
娶
っ
て
い
る
。
こ
の
家
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

二
神
八
右
衛
門
種
忠
譲
家
事
、
於
嫡
子
種
次
隠
居
、
而
後
相
伴
二
男
種
友
到
テ

繞
村
建
一
家
種
友
以
令
治
之
、
其
後
種
友
依
病
心
妻
子
召
連
還
二
神
、
又
兄
種

前
出
の
表
1
に
は
種
忠
の
娘
が
桑
原
七
兵
衛
の
妻
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
生
ま

れ
た
の
が
こ
の
八
十
郎
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
種
忠
か
ら
み
れ
ば
、
孫
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、「
タ
ネ
ハ
七
兵
衛
ナ
レ
ハ
二
神
之
筋
目
」
と
は
い
え
な
い
と

し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
二
神
家
に
と
っ
て
は
、
そ
の
家
の
当
主
の
血
筋
で
な

け
れ
ば
筋
目
と
は
し
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
種
行
（
半
平
）、

宇
八
と
続
く
。
こ
の
家
で
も
種
行
は
二
神
家
30
代
種
永
の
五
男
で
あ
り
、「
八
十
郎

無
嫡
、
養
子
之
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
⑥
八
十
郎
に
嫡
男
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
二

神
家
か
ら
養
子
を
迎
え
て
家
を
存
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
種
行
の
嫡
男
で
あ
る

忠
次
は
、「
嫡
子
タ
リ
ト
云
モ
妻
之
儀
ニ
付
不
継
、
家
督
別
家
」
と
あ
り
、
⑥
八
十

郎
家
を
継
が
ず
に
、
後
ほ
ど
見
る
よ
う
に
又
末
家
と
し
て
別
家
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
家
督
は
宇
八
が
受
け
継
い
だ
。

　

次
に
⑦
助
之
允
家
に
つ
い
て
は
、
前
に
④
久
助
家
の
と
こ
ろ
で
出
て
き
て
い
る
。

同
家
の
由
来
は
、
先
に
引
用
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
「
二
神
源
三
郎
種
次
本
無
嫡

男
、
二
神
源
兵
衛
種
世
二
男
種
形
ヲ
以
為
ル
養
子
ハ
ヅ
之
処
、
種
永
有
誕
生
、
仍
分

家
督
、
妻
種
次
嫡
女
為
別
家
也
」
と
い
っ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
助
之

允
家
は
二
神
家
29
代
種
次
か
ら
分
家
し
た
家
で
あ
り
、
は
じ
め
種
次
に
男
子
が
い
な

か
っ
た
た
め
、
④
久
助
に
始
ま
る
家
の
次
代
の
種
世
（
源
兵
衛
）
の
二
男
種
形
（
助

之
允
）
が
分
家
し
て
起
こ
し
た
の
が
⑦
助
之
允
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
新
六
、
豊

二
郎
（
後　

助
之
允
）
と
続
く
。

　

以
上
、
二
神
家
の
末
家
に
関
し
て
詳
し
く
み
て
き
た
。
次
に
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

別
家
し
た
「
又
末
家
」
に
つ
い
て
う
か
が
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
⑦
助
之
允
家

も
又
末
家
と
い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
史
料
に
そ
の
記
載
が
な
い
の
で
、
一
応

末
家
と
し
て
把
握
し
て
お
く
。

　

さ
て
、
又
末
家
で
は
最
初
に
⑧
七
郎
兵
衛
家
が
記
載
さ
れ
る
。
⑧
七
郎
兵
衛
家

は
、
前
述
し
た
末
家
①
勘
右
衛
門
家
か
ら
「
分
家
督
別
家
」
し
た
七
郎
兵
衛
（
四
郎

左
衛
門
）
を
祖
と
す
る
家
で
あ
る
。
①
勘
右
衛
門
の
三
男
に
当
た
り
、
一
時
繞
村
の

豊
田
家
を
相
続
し
て
、
そ
の
後
二
神
島
に
戻
り
①
勘
右
衛
門
を
相
続
し
た
勘
左
衛
門
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此
者
往
古
種
家
予
州
二
神
嶋
ヱ
居
住
之
節
、
召
連
参
家
頼
也
、
於
于
今
家
続
ス

ル
也

妙
見
神
元
来
二
神
家
ニ
所
持
シ
テ
二
神
ニ
ワ
タ
ル
ト
云
モ
、
二
神
ニ
居
住
ス
ル

故
今
之
妙
見
山
ニ
安
鎮
セ
シ
ム
ル
時
、
此
忠
右
衛
門
ヲ
ヒ（

キ
脱
カ
）

タ
テ
マ
ツ
リ
テ
行
ヨ

シ
、
又
於
于
今
当
家
之
歳
男
ヲ
ツ
ト
メ
、
永
ク
家
臣
タ
リ
シ
者
也

　

こ
の
⑫
青
木
忠
右
衛
門
は
、
二
神
家
18
代
種
家
が
二
神
島
に
居
住
す
る
と
き
に
召

し
連
れ
て
き
た
「
家
頼
」
で
あ
り
、
今
も
そ
の
家
が
続
い
て
い
る
と
記
す
。
と
く

に
、
妙
見
社
の
祭
事
で
は
こ
の
⑫
忠
右
衛
門
を
引
き
立
て
て
執
り
行
わ
せ
、
ま
た
、

二
神
家
の
「
歳
男
」
を
勤
め
る
な
ど
、
長
く
家
臣
の
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点

は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
二
神
家
33
代
種
福
が
作
成
し
た
「
親
類
附　

扣
」
に
は
、
こ
れ
以
外

に
も
他
家
と
の
結
び
付
き
を
示
す
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
は
、
安
永

十
年
（
一
七
八
一
）
に
32
代
種
章
（
新
四
郎
）
が
作
成
し
た
時
代
よ
り
少
し
下
が
っ

た
後
年
の
「
末
家
」
な
ど
の
家
や
人
物
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、

種
章
の
と
き
の
末
家
の
人
物
名
と
は
重
な
ら
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
こ
に
列
記
さ
れ

る
二
神
家
の
「
親
類
」
と
し
て
は
、
ま
ず
「
同
家
」
と
し
て
風
早
郡
の
二
神
牛
之
助

が
書
き
上
げ
ら
れ
る
。
次
い
で
、
末
家
と
し
て
「
豊
後
国
来
嶋
伊
予
守
様
御
内
」
の

二
神
瀬
兵
衛
の
名
前
が
あ
る
。

　

こ
の
二
神
瀬
兵
衛
な
る
人
物
（
家
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
「
覚
」
が
残
っ

て
い

）
13
（る
。

　
　
　
　
　

覚

一
豊
後
国
玖
珠
郡
森
領
主
久
留
嶋
伊
予
内
元
祖
当
二
神
島
二
神
何
某
分
レ
、
今

ニ
伊
予
内
江
不
絶
二
神
ヲ
名
乗
罷
在
候
、
右
当
所
滞
舟
致
し
候
ニ
付
、
元
祖

之
事
と
も
御
尋
申
上
度
推
参
仕
候
処
、
不
掛
御
目
残
念
此
事
ニ
御
座
候
、
尤

次
ヨ
リ
二
神
村
地
坪
之
節
家
督
遣
之
、
建
一
家
所
男
子
依
病
身
家
断
絶
、
今
半

平
家
ニ
有
之
、
嘉
右
衛
門
株
是
也

　

豊
田
家
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
二
神
種
忠
の
代
に
二
男
種
友
を
伴
っ
て
起
こ

し
た
家
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
神
家
系
図
」
の
種
忠
の
と
こ
ろ
に
は
、「
隠
居
後
、
二

男
嘉
右
衛
門
繞
村
ヱ
召
連
行
家
立
之
遣
置
、
其
後
津
和
地
桑
原
民
部
家
取
立
テ
、
又

二
神
八
十
郎
家
取
立
、
其
後
本
家
ヱ
隠
居
」
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
神
家
28
代

種
忠
は
、
隠
居
後
、
津
和
地
の
桑
原
家
や
末
家
の
⑥
八
十
郎
家
を
起
こ
す
と
と
も

に
、
繞
村
に
も
二
男
種
友
（
嘉
右
衛
門
）
を
連
れ
て
豊
田
家
を
起
こ
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
種
友
（
嘉
右
衛
門
）
は
病
身
の
た
め
妻
子
と
と
も
に
二
神
島
に

帰
り
、
兄
種
次
か
ら
土
地
の
一
部
を
譲
り
受
け
一
家
を
打
ち
建
て
た
。
し
か
し
、
嫡

男
源
次
郎
が
病
身
の
た
め
早
世
し
た
の
で
家
は
断
絶
し
た
。
そ
こ
で
再
び
種
家
の
娘

を
末
家
①
勘
右
衛
門
家
の
金
左
衛
門
に
添
わ
せ
て
豊
田
家
を
相
続
さ
せ
た
。
そ
の

後
、
金
左
衛
門
は
病
死
す
る
。
こ
の
金
左
衛
門
の
死
後
、
弟
の
勘
左
衛
門
が
一
時
豊

田
家
を
継
い
だ
が
、
①
勘
右
衛
門
家
相
続
の
二
男
勘
右
衛
門
が
早
世
し
た
た
め
、
二

神
島
に
戻
っ
て
①
勘
右
衛
門
家
を
相
続
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
間
の
豊

田
家
側
か
ら
見
た
勘
左
衛
門
に
関
す
る
記
述
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

実
二
神
勘
右
衛
門
三

（
四
カ
）男
也
、
兄
金
左
衛
門
早
世
、
子
供
幼
少
ニ
シ
テ
不
建
一

家
、
故
二
神
藤
右
衛
門
女
以
妻
勘
左
衛
門
ニ
此
人
以
相
続
、
後
二
神
勘
右
衛
門

家
相
続
之
二
男
勘
右
衛
門
依
病
身
早
世
、
金
左
衛
門
嫡
子
ニ
女
ヲ
妻
、
譲
豊
田

家
、
又
還
二
神
相
続
勘
右
衛
門
家

　

こ
の
勘
左
衛
門
に
関
す
る
記
述
は
、
先
の
末
家
①
勘
右
衛
門
家
の
と
こ
ろ
の
内
容

と
一
致
す
る
。
以
上
が
末
家
お
よ
び
又
末
家
の
実
態
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、「
右
之

外
覚
」
と
し
て
、「
二
神
藤
十
郎
種
家
家
頼
」
で
あ
る
⑫
青
木
忠
右
衛
門
の
由
来
が

書
か
れ
て
い
る
。
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子
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
神
国
次
殿

右
は
安
永
六
年
酉
四
月
四
日
、
右
新
三
郎
殿
二
神
湊
へ
船
繫
被
致
候
由
ニ
而
当

家
江
尋
被
参
、
元
来
当
家
之
末
葉
ニ
候
之
由
被
申
、
当
家
系
図
披
見
被
致
由
ニ

付
、
彼
是
相
尋
候
之
処
、
二
神
隼
人
佐
通
範
よ
り
之
末
孫
、
久
留
嶋
信
濃
守
殿

江
有
付
、
奉
公
相
勤
被
申
候
由
、
先
祖
御
家
老
職
被
相
勤
候
処
、
子
細
有
て
当

時
ハ
物
頭
役
被
相
勤
之
由
被
申
聞
候
ニ
付
、
成
ほ
と
通
範
之
儀
ハ
当
家
之
先
代

ニ
有
之
候
、
併
通
範
之
末
孫
ニ
候
ハ
ヽ
、
何
ニ
て
得
能
と
御
名
乗
候
哉
と
相
尋

候
処
、
是
ハ
御
尤
ニ
存
候
、
先
代
子
細
有
て
得
能
之
苗
字
旦
那
よ
り
拝
領
致
、

夫
よ
り
無
拠
家
督
之
者
ハ
得
能
と
名
乗
り
、
御
部
屋
住
、
又
隠
居
之
後
ハ
二
神

ト
名
乗
り
申
候
、
則
悴
儀
ハ
二
神
国
次
ト
申
候
と
被
申
候
、
依
之
尤
ニ
被
存
候

ニ
付
、
系
図
等
も
失
せ
可
申
と
申
内
、
及
晩
景
候
ニ
付
帰
船
被
致
、
翌
五
日

又
々
改
テ
家
来
引
具
シ
被
参
候
ニ
付
、
系
図
其
外
書
付
并
左
文
字
則
光
等
之
腰

物
迄
も
聞
及
居
被
申
由
ニ
付
見
せ
申
候
、
依
之
向
後
ハ
以
便
宜
書
中
取
遣
り
被

申
度
由
ニ
付
、
其
段
同
心
申
候
、
則
此
度
信
濃
守
殿
京
都
在
番
ニ
江
戸
よ
り
御

出
ニ
付
、
右
新
三
郎
殿
も
国
本
よ
り
大
勢
同
船
ニ
而
可
罷
登
候
之
由
、
則
其
後

京
都
へ
も
書
状
遣
候
之
処
、
右
返
簡
致
到
来
、
以
来
豊
後
へ
書
中
折
々
遣
可
申

事
　
　

久
留
嶋
信
濃
守
様
大
坂
御
蔵
屋
敷

　
　

中
嶋
御
役
人

　
　
　
　
　
　

辻
新
左
衛
門
殿

右
之
宛
ニ
テ
書
状
差
越
呉
候
様
ニ
と
被
申
置
候
ニ
付
、
則
右
あ
て
ニ
申
上
遣
申
候

処
、
無
滞
相
届
申
候

　

こ
の
「
覚
」
は
、
二
神
新
四
郎
か
ら
久
留
島
信
濃
守
の
大
坂
蔵
屋
敷
に
勤
仕
す
る

辻
新
左
衛
門
へ
宛
て
た
書
状
の
控
え
で
あ
る
。
内
容
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

に
豊
後
久
留
嶋
信
濃
守
殿
御
家
中
物
頭
役
の
得
能
新
三
郎
・
二
神
国
次
父
子
が
尋
ね

御
留
守
江
罷
上
り
、
御
世
話
ニ
相
成
忝
仕
合
奉
存
候
、
同
氏
之
御
縁
不
尽
候

ハ
ヽ
、
拝
顔
之
期
も
有
之
と
一
紙
一
筆
差
上
置
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
後
玖
珠
郡
森

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
留
嶋
伊
予
守
家
来

　
　

文
政
五
年 

二
神
瀬
兵
衛

　
　
　
　

午
三
月
八
日 

種
村
（
花
押
）

　

二
神
家
は
、
二
神
島
に
居
住
す
る
島
民
だ
け
で
な
く
、
豊
後
国
森
藩
の
家
臣
と
な

っ
た
片
山
二
神
氏
の
一
流
と
の
結
び
つ
き
も
あ
っ
た
。
豊
後
国
森
藩
は
、
戦
国
時
代

に
河
野
氏
の
重
臣
で
あ
っ
た
村
上
通
総
が
来
島
を
名
乗
っ
て
豊
臣
方
に
通
じ
た
こ
と

か
ら
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
日
田
・
玖
珠
・
速
見
三
郡
一
万
四
〇
〇
〇
石
の

大
名
に
取
り
た
て
ら
れ
て
成
立
し
た
藩
で
あ
る
。
通
春
の
代
の
元
和
二
年
（
一
六
一

六
）
に
は
久
留
島
と
改
称
し
、
片
山
一
流
の
豊
後
森
二
神
家
は
江
戸
時
代
を
通
し
て

こ
の
久
留
島
氏
に
勤
仕
し
、
中
に
は
「
得
能
」
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
者
も

い
）
14
（た

。

　

こ
こ
で
引
用
し
た
「
覚
」
は
、
そ
の
久
留
島
氏
の
家
来
の
一
人
で
あ
る
二
神
瀬
兵

衛
が
「
元
祖
之
事
」
を
尋
ね
て
来
島
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
生
憎
、
留
守
で
あ

っ
た
た
め
目
的
は
達
せ
な
か
っ
た
が
、
二
神
家
と
の
関
係
を
知
る
上
で
重
要
な
史
料

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
「
豊
後

国
久
留
島
信
濃
守
殿
御
家
中
物
頭
役
」
の
得
能
新
三
郎
と
そ
の
子
息
二
神
国
次
な
る

人
物
も
、
同
じ
よ
う
に
家
の
来
歴
を
調
べ
る
た
め
島
に
や
っ
て
来
て
い

）
15
（る
。
そ
の
内

容
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

覚

 

豊
後
久
留
嶋
信
濃
守
殿
御
家
中
物
頭
役　
　
　

 

得
能
新
三
郎
殿
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庄
官
之
衆
ニ
も
秋
山
と
名
乗
」
る
人
物
が
い
る
と
聞
い
た
が
、
そ
の
こ
と
含
め
て
詳

細
が
分
か
れ
ば
知
ら
せ
て
欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
秋
山
多
仲
は
、
ほ

か
に
も
年
始
の
挨
拶
を
認
め
た
正
月
五
日
付
の
書

）
17
（状

を
二
神
新
四
郎
へ
宛
て
て
出
し

て
お
り
、
そ
の
文
面
に
得
能
新
三
郎
に
女
子
が
誕
生
し
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
秋
山
と
得
能
と
が
日
常
的
に
接
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
久

留
島
家
臣
と
の
交
流
は
、
二
神
家
が
近
世
に
お
い
て
も
中
世
か
ら
つ
な
が
る
島
外
の

家
々
と
の
関
係
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
二
神
島
の
島
内
、
な
い
し
は
近
く
の
島
に
住
む
家
と
の
結
合
の
あ
り
方
を

確
認
し
て
み
よ
う
。
繞
村
の
豊
田
栄
蔵
、
二
神
村
の
藤
兵
衛
、
林
右
衛
門
、
新
七
が

末
家
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
順
に
前
出
の
「
末
家
之
次
第
」
に
出
て
く
る
⑥
豊

田
家
、
③
藤
兵
衛
家
、
④
久
助
家
、
⑨
孫
三
郎
家
の
と
こ
ろ
の
人
物
名
と
合
致
す

る
。
続
い
て
、
伯
父
、
伯
母
、
姉
、
従
兄
弟
、
甥
、
実
伯
母
、
実
姉
、
実
甥
、
実
従

兄
弟
な
ど
の
居
村
名
と
人
物
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
伯
父
と
し
て
「
大

洲
御
領
怒
和
村
庄
屋
」
の
野
間
六
郎
左
衛
門
、
伯
母
と
し
て
同
睦
月
村
庄
屋
村
上
市

郎
の
妻
、
姉
と
し
て
松
山
の
小
倉
玄
道
の
妻
、
風
早
郡
柳
原
の
三
宅
仙
安
の
妻
、
神

浦
村
杉
田
市
右
衛
門
の
妻
な
ど
が
名
を
連
ね
る
。
さ
ら
に
、
実
家
の
甥
で
は
畑
里
村

先
庄
屋
六
郎
治
跡
を
継
い
だ
宇
佐
吉
、
実
甥
で
は
防
州
桂
島
庄
屋
中
富
十
兵
衛
、
松

山
千
寿
院
、
実
従
兄
弟
で
は
熊
田
村
正
賢
寺
、
松
山
の
伴
忠
七
、
松
山
の
河
村
幸

助
、
中
津
和
地
村
先
庄
屋
伝
左
衛
門
な
ど
の
名
前
が
列
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

二
神
家
は
、
同
族
集
団
と
し
て
中
世
か
ら
何
ら
か
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
末
家
、
又

末
家
、「
家
頼
」
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
領
の
庄
屋
や
松
山
藩
の
家
臣
、
さ
ら
に

は
、
医
者
や
寺
院
な
ど
と
も
広
く
縁
戚
関
係
を
創
り
上
げ
て
い
っ
た
。

二
章
　
二
神
家
の
土
地
所
持
状
況

　

前
章
で
二
神
家
の
縁
戚
関
係
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
章
で
は
二
神
家
と

縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
家
と
の
関
係
が
、
い
か
な
る
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た

の
か
分
析
す
る
。
と
く
に
、
島
内
に
お
け
る
家
同
士
の
結
合
関
係
を
土
地
所
持
の
観

て
来
て
、
二
神
家
と
の
関
係
を
調
べ
る
た
め
系
図
な
ど
の
閲
覧
を
頼
み
に
来
た
と
き

の
状
況
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
得
能
や
二
神
と
名
乗
る
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
て
大

変
興
味
深
い
。

　

さ
ら
に
、
安
永
八
年
の
秋
山
多
仲
が
血
筋
の
こ
と
を
二
神
新
四
郎
に
問
い
合
わ
せ

た
書
状
も
伝
わ

）
16
（る

。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
紋
ヶ
様
ニ
て
御
座
候

　
　
　
（
家
紋
略
図
）　　

元
来
甲
斐
源
氏
ニ
て
御
座
御
候

一
予
州
道
前
河
原
淵
森
山
ト
申
処
居
住
、
穐
山
平
左
衛
門
重
直
ト
申
候
、
重
直

事
因
島
家
ト
合
戦
い
た
し
候
由
、
右
之
刻
一
人
之
娘
有
之
候
を
二
神
家
を
頼

ニ
預
ケ
置
、
其
身
存
亡
不
相
知
候
、
尤
右
之
合
戦
ハ
敗
北
い
た
し
、
没
落
ト

相
見
へ
申
候
、
打
死
と
も
し
か
り
記
候
書
も
無
之
候
、
二
神
家
へ
預
置
候

娘
、
其
後
加
久
美
八
幡
宮
随
順
之
人
へ
嫁
し
、
其
子
ヲ
秋
山
七
右
衛
門
ト

申
、
其
嫡
子
ヲ
七
左
衛
門
始
号

六
蔵
父
子
共
朝
鮮
御
陣
へ
も
参
り
、
其
後
来
島
右

衛
門
一
康
親
ト
申
、
当
旦
那
先
祖
豊
後
森
打
入
之
節
も
、
右
七
右
衛
門
父
子

共
随
身
い
た
し
罷
越
候
由
、
七
右
衛
門
よ
り
私
迄
八
代
男
子
よ
り
男
子
へ
血

筋
相
つ
ゝ
き
相
勤
罷
在
候
、
当
時
、
来
島
庄
官
之
衆
ニ
も
秋
山
と
名
乗
候
仁

有
之
様
ニ
承
及
候
、
其
余
御
聞
合
セ
被
下
相
知
レ
候
ハ
ヽ
、
乍
御
面
倒
御
文

通
被
下
候
様
奉
頼
候

 

秋
山
多
仲
光
長

　
　
　
　

二
神
新
四
郎
様

　

こ
れ
は
、
久
留
島
家
臣
の
秋
山
多
仲
か
ら
二
神
新
四
郎
へ
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。

秋
山
多
仲
の
先
祖
で
あ
る
穐
山
平
左
衛
門
が
一
人
娘
を
二
神
家
に
預
け
た
と
い
う
記

述
が
あ
る
。
そ
の
娘
は
「
加
久
美
八
幡
宮
」
随
身
の
者
へ
嫁
い
だ
の
で
家
が
続
き
、

そ
の
後
多
仲
ま
で
で
八
代
に
な
る
と
し
て
い
る
。
依
頼
の
内
容
は
、「
当
時
、
来
島
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同
表
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
に
、

二
神
家
の
本
田
畑
は
、
全
部
で
反
別
三

町
五
反
一
畝
二
四
歩
（
九
五
筆
）・
石

高
一
二
石
七
斗
五
升
一
合
で
あ

）
22
（る

。
そ

の
内
訳
は
、
田
が
一
町
一
反
（
三
六

筆
）・
七
石
六
斗
九
升
七
合
、
畑
が
二

町
四
反
一
畝
一
七
歩
（
五
九
筆
）・
五

石
二
二
歩
と
な
る
。
田
畑
の
比
較
で

は
、
田
に
比
し
て
畑
の
一
反
当
た
り
の

石
高
が
極
端
に
小
さ
い
こ
と
が
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。
田
の
種
別
に
は
「
水

田
」
と
「
田
畑
ケ
」
の
二
種
が
あ
る
。

「
田
畑
ケ
」
は
元
来
田
の
地
目
で
あ
り

な
が
ら
、
畑
作
物
を
耕
作
す
る
田
の
こ

と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的

に
い
う
「
畑
成
り
地
」
の
こ
と
で
あ
ろ

点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
二
神
家
と
の
関
係
は
土
地
だ
け
で
結
び
つ

い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
海
に
囲
ま
れ
た
島
と
い
う
立
地
条
件
か
ら
漁
業
や
廻
船

業
、
さ
ら
に
は
山
地
を
利
用
し
た
林
業
な
ど
の
生
業
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
側
面
も
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
生
業
に
関
す
る
結
び
つ
き

の
問
題
は
捨
象
し
、
土
地
と
の
結
び
つ
き
に
限
定
し
て
論
を
進
め
て
い
く
。

　

前
章
で
確
認
し
た
二
神
家
と
他
家
と
の
関
係
を
土
地
所
持
の
側
面
か
ら
分
析
す
る

た
め
、
ま
ず
、
二
神
家
が
所
持
す
る
土
地
の
性
格
と
そ
の
規
模
を
把
握
し
て
み
よ

う
。
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
「
二
神
氏
田
畑
地
寄

）
18
（帳

」
に
よ
れ
ば
、
二
神
家
の

所
持
地
は
、
大
別
し
て
本
田
畑
、「
切
替
畑
」（
焼
）
19
（

畑
）、
庄
屋

）
20
（地
、
買
得
田

）
21
（畑
の
四

つ
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
ず
、
本
田
畑
の
内
容
と
規
模
を
知
る
た
め
に
、「
二
神
氏
田

畑
地
寄
帳
」
を
利
用
し
て
字
別
の
反
別
と
石
高
を
表
示
し
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。

表 3　明和 9年 二神家の字別本田畑所持内訳
田 畑

反　別 石　高 反　別 石　高

か　げ
　反 　　石 　反 　　石
1.222（3） 0.798 0.427（1） 0.049

稲　蔵 0.117（1） 0.063 0.413（1） 0.066
馬　口 0.513（1） 0.598
吉　浦 1.617（3） 0.785 1.305（2） 0.197
くぐら 0.405（2） 0.125 5.916（8） 1.304
土　穴 0.500（1） 0.200
なごさこ 1.707（2） 0.311
西　脇 0.508（2） 0.500
あられ 2.004（8） 1.730 0.819（2） 0.153
大　窪 0.304（2） 0.031
三分一 0.211（1） 0.095
うちのさこ 0.217（1） 0.051
入の浦 1.906（7） 2.004 0.725（4） 0.149
池の浦 0.814（3） 0.581 0.419（1） 0.093
はなくし 0.312（1） 0.136 0.109（1） 0.026
梅の浦 1.013（1） 0.261
そうず 1.728（3） 0.362
古　屋 1.514（2） 0.386
小　池 1.024（1） 0.27
泊　り 0.717（9） 0.147
小　沼 1.221（4） 0.271
地蔵堂 1.029（1） 0.11
寺の上 0.106（1） 0.012
本　浦 3.315（12） 0.886
西　畑 0.216（3） 0.049

合　計 11.000（36） 7.697 24.117（59） 5.022
［11.000］ ［7.697］ ［24.423］ ［5.102］

田畑合計 反別 35.124（95） 石高 12.751
［35.423］ ［12.798］

1）明和 9年 4月「二神氏田畑地寄帳」（第 1次 65）より作成。
2）買得田畑は、名請人名の書き換えが行われていないので含まない。
3）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小数点）・斗・升・
合である。

4）合計は原文書の数字である。表中の合計は［　］で示した。また、反別の
（　）の数字は筆数である。

う
。
そ
の
記
載
形
式
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
中
略

部
分
を
詰
め
て
掲
げ
て
い
る
。

　
　
　
　

田
方

　
　
　
　
　
か
け
源
三
郎
作　
　
　
　
　
　
　
水
田

八
斗
代　

一
三
畝
三
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
番

　
　
　
　
　
　
　

高
弐
斗
四
升
八
合

　
　
　
　
　
同
所
源
三
郎
作　
　
　
　
　
　
　
同
断

四
斗
代　

一
四
畝
四
歩　
　
　
　
　
　
　
　

三
十
七
番

　
　
　
　
　
　
　

高
壱
斗
六
升
五
合
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高
五
石
七
斗
九
升
四
合

　
　

八
反
弐
畝
四
歩　
　
　
　
　

水
田

　

田
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
集
計
が
な
さ
れ
る
。
一
筆
ご
と
に
「
水
田
」「
田

畑
ケ
」
と
明
記
さ
れ
、
集
計
部
分
で
は
そ
の
内
訳
も
記
さ
れ
て
い
る
。
一
町
一
反
・

七
石
六
斗
九
升
七
合
の
う
ち
、「
家
頼
」
忠
右
衛
門
の
給
田
分
と
し
て
四
畝
二
八

歩
・
一
斗
五
升
七
合
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
給
田
分
も
「
水
田
」
と
「
田
畑
ケ
」
の

分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
神
家
全
体
の
両
者
の
比
率
を
反
別
で
比
べ
て
み
れ
ば
、

「
水
田
」
約
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
、「
田
畑
ケ
」
約
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
当
然
な

が
ら
、「
水
田
」
の
比
率
の
方
が
高
い
。
忠
右
衛
門
へ
給
田
し
た
分
を
差
し
引
い
た

残
分
は
、
右
の
引
用
中
に
も
あ
る
よ
う
に
一
町
五
畝
二
歩
・
七
石
五
斗
四
升
で
あ

る
。
そ
れ
を
「
手
作
」、
つ
ま
り
二
神
家
の
自
作
分
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
の

点
は
、
後
ほ
ど
触
れ
る
「
新
四
郎
支
配
地
」
の
問
題
と
関
連
し
て
さ
ら
に
追
究
す

る
。
と
く
に
、
給
田
を
差
し
引
い
た
部
分
を
「
手
作
」
と
捉
え
て
い
る
点
は
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
「
家
頼
」
忠
右
衛
門
は
、
前
章
で
み
た
二
神
家
と
関
係
の
強
い
青
木
忠

右
衛
門
家
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
中
世
の
人
間
関
係
が
土
地
を
介
在
に
し

て
、
近
世
に
お
い
て
も
結
び
つ
い
て
い
る
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な

お
、
各
土
地
に
は
「
八
斗
代
」「
四
斗
代
」「
九
斗
代
」
な
ど
と
い
っ
た
数
字
が
表
示

さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
八
斗
代
」
と
は
、
反
別
一
反
当
た
り
八
斗
の
斗
代
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す

）
23
（る

。
斗
代
と
石
高
の
数
値
を
使
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
畑
の
反
別
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
畑
に
つ
い
て
は
、「
野
畑
」
と
「
菜
畑
」
の
二
種
が
あ
り
、
ほ
か
に
も
畑

の
中
に
含
ま
れ
る
「
屋
敷
」
が
あ
る
。
ま
た
、「
茶
畑
」
と
注
記
さ
れ
た
畑
が
一
筆

だ
け
存
在
す
る
。「
野
畑
」
は
一
般
的
に
い
う
と
こ
ろ
の
畑
地
の
こ
と
で
あ
る
。
一

方
、「
菜
畑
」
は
屋
敷
内
、
あ
る
い
は
、
屋
敷
の
近
く
に
あ
る
畑
の
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
ら
本
畑
の
反
別
を
集
計
し
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ

う
。
引
用
に
つ
い
て
は
田
と
同
様
、
中
略
部
分
も
詰
め
て
示
し
た
。

　
　
　
あ
ら
れ
源
三
郎
作
金
右
衛
門
七
畝
三
歩
源
三
良
分 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

田
畑
ケ

九
斗
代　

一
六
畝
拾
九
歩　
　
　
　
　
　

百
九
十
一
番
内

　
　
　
　
　
　
　

高
五
斗
九
升
七
合

高
七
石
六
斗
九
升
七
合

小
以
壱
町
壱
反　
　
　
　
　
　

田
方

　
　

内

　

高
壱
斗
五
升
七
合　

家
頼

　

四
畝
弐
拾
八
歩　
　
　

忠
右
衛
門
給
田

　
　

高
三
升
壱
合

　
　

三
畝
四
分　
　
　
　
　

田
畑
ケ

内
　
　

高
壱
斗
弐
升
六
合

　
　

壱
畝
廿
歩　
　
　
　
　

水
田

　
　
　
　

〆

高
七
石
五
斗
四
升

残
壱
町
五
畝
弐
歩　
　
　
　

手
作

　
　
　

内

　
　

高
壱
石
七
斗
四
升
六
合

　
　

弐
反
弐
畝
廿
八
歩　
　
　
　

田
畑
ケ
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

　
　
　
　

畑
方

　
　
　

か
け
源
三
郎
作　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
筆
）「
野
畑
」

壱
斗
代　

一
四
畝
弐
拾
七
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
十
四
番

　
　
　
　
　
　
　

高
四
斗
九
合　
　
　
　
　
　

家
頼
忠
右
衛
門
給
畑

　
　
　

い
な
く
ら
長
右
衛
門
作　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
筆
）「
野
畑
」

壱
斗　
　

　

五
升
代
一
四
畝
拾
弐
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
三
番

　
　
　
　
　
　
　

高
六
升
六
合

　
　
　
　

は
の
く
し
源
三
良
作　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
筆
）「
野
畑
」

弐
斗
代　

一
壱
畝
九
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
百
八
十
七
番

　
　
　
　
　
　
　

高
四
斗
九
合　
　
　
　
　
　

半
次
郎
へ
給
畑

　
　
　
　

寺
ノ
上
源
三
良
作　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
筆
）「
菜
畑
」

壱
斗
代　

一
壱
畝
六
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
百
十
三
番

　
　
　
　
　
　
　

高
壱
升
弐
合
斗
九
合

　
　
　

本
浦
源
三
良
作
古
菜
畑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朱
筆
）「
家
頼
居
屋
敷
」

弐
斗　
　

一
壱
畝
五
歩　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
百
廿
五
番

　

五
升
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
頼
忠
右
衛
門
給
畑
江
遣
ス

　
　
　
　
　
　
　

高
弐
升
九
合

　

高
五
石
弐
升
弐
合

小
以
弐
町
四
反
壱
畝
拾
七
歩　
　
　

畑
方

　

畑
の
種
別
ご
と
の
集
計
が
な
い
の
で
両
者
の
割
合
は
比
較
で
き
な
い
。
こ
の
引
用

部
分
で
は
「
家
頼
」
忠
右
衛
門
や
半
次
郎
へ
与
え
た
給
畑
の
注
記
が
あ
り
、
忠
右
衛

門
に
関
し
て
は
「
家
頼
居
屋
敷
」
と
し
て
屋
敷
も
与
え
て
い
る
。
半
次
郎
に
つ
い
て

は
、
給
畑
と
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
「
家
頼
」
で
あ
っ
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
章
で
考
察
し
て
み
た
い
。

　

こ
れ
ら
本
田
畑
の
ほ
か
に
も
、
表
4
で
掲
げ
た
庄
屋
地
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
庄
屋
地
は
庄
屋
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
松
山
藩
の
土
地
政
策
の
一
つ
で
あ

り
、
そ
の
反
別
と
石
高
は
村
全
体
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
庄
屋
地

は
年
貢
の
対
象
と
な
る
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
庄
屋
地
を
め
ぐ
っ
て
は
、
延
宝
八
年

（
一
六
八
〇
）
に
松
山
藩
領
久
万
山
庄
屋
の
連
判
に
よ
る
次
の
よ
う
な
「
夫
米
・
小

物
成
免
除
願
書
」
が
提
出
さ
れ

）
24
（た
。

此
度
村
々
庄
屋
地
高
へ
夫
米
・
諸
小
物
成
御
百
姓
並
に
被
為
仰
付
奉
其
意
得

候
、
併
シ
上
家
已
前
大
野
直
昌
籏
下
ニ
テ
久
万
山
中
具
足
四
十
八
両
分
ノ
軍
役

相
勤
、
私
共
先
祖
具
足
一
両
前
、
二
両
前
、
三
、
四
両
前
ノ
知
行
所
持
仕
罷
在

候
、
上
家
ヨ
リ
後
戸
田
民
部
少
輔
殿
へ
相
渡
り
、
其
時
ヨ
リ
知
行
被
取
上
、
何

れ
モ
御
雇
ニ
付
庄
屋
役
被
仰
付
、
御
年
貢
上
納
仕
来
申
候
、
然
レ
共
、
上
家
已

前
ノ
由
緒
ヲ
以
、
久
万
山
庄
屋
共
先
規
ヨ
リ
夫
米
・
諸
小
物
成
、
民
部
少
輔
殿

ヨ
リ
御
免
被
成
、
…
…
庄
屋
へ
ハ
不
被
仰
付
候
、
此
以
前
日
ノ
浦
村
御
検
地
被

仰
付
、
庄
屋
地
高
大
分
ニ
相
成
候
得
共
、
夫
米
・
諸
小
物
成
、
右
ノ
子
細
ヲ
以

御
赦
免
被
為
成
候
、
…
…
先
規
ノ
通
被
仰
付
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存
候

　

こ
の
内
容
か
ら
、
庄
屋
地
に
年
貢
が
課
せ
ら
れ
る
事
態
が
発
生
し
、
従
来
通
り
赦

免
し
て
く
れ
る
よ
う
歎
願
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
結
果
的
に
は
、
斗
代

を
二
段
下
げ
て
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二

九
）
の
「
風
早
郡
宮
野
村
地
坪
申
合

）
25
（書
」
の
記
載
内
容
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
庄
屋
田
之
儀
」
は
、「
御
高
付
之
内
御
定
法
通
り
弐
段
下
之

積
」
り
を
も
っ
て
「
御
高
盛
」
と
し
、
こ
れ
ま
で
通
り
「
抜
札
」（
土
地
改
め
の
と
き
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る
。
表
5
は
、
二
神
家
の
焼
畑
の
所
在
地
と
反
別
を
掲
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
中
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
二
神
家
の
買
得
分
も
含
め
た
焼
畑
は
、
全
部
で
一
町

八
反
二
畝
一
〇
歩
（
六
八
筆
）
と
い
う
広
大
な
面
積
に
な
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
内
容

を
一
部
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

切
替
畑

　
　
　
か
け
源
三
郎
柵

中
ノ
上　

一
三
畝
拾
歩

　
　
　
同
所

下
ノ
上　

一
弐
畝
拾
歩　
　
　
　
　

忠
右
衛
門
へ
給
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
松

　
　
　
　
同
所
（
打
越
）　
　
　

同
人
（
源
三
郎
）
作

上　
　
　

一
三
畝
拾
歩　
　
　
　
　

半
次
郎
へ
給
畑

に
く
じ
引
き
の
札
と
し
て
入
れ
な
い
こ
と
）
に
よ
っ
て
渡
す
よ
う
取
り
決
め
て

い
る
。
ま
た
、
但
書
の
部
分
で
は
、
こ
の
村
の
庄
屋
は
二
神
村
よ
り
入
っ
て

き
て
お
り
、
そ
の
庄
屋
地
に
居
宅
を
建
て
た
の
で
、
代
替
と
し
て
「
居
屋
敷

畑
」
を
二
畝
渡
し
、
そ
の
田
の
分
は
「
地
所
代
替
田
屋
敷
之
名
目
」
と
し
て

差
し
除
く
と
し
て
い
る
。

　

二
神
家
で
は
、
こ
の
庄
屋
地
は
表
4
で
示
す
よ
う
に
二
反
（
五
筆
）・
一

石
六
斗
を
所
持
し
て
い
た
。
六
筆
の
田
の
斗
代
は
、
い
ず
れ
も
八
斗
代
で
あ

っ
た
。
場
所
は
、
よ
し
浦
（
一
筆
）、
は
の
く
し
（
二
筆
）、
ふ
る
や
（
二
筆
）

に
分
布
し
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
二
神
家
に
は
、
反
別
、
石
高
が
付
け
ら
れ
た
土
地
と
し
て
買

得
田
畑
が
あ
る
。
田
が
二
反
一
二
歩
・
一
石
一
斗
一
升
七
合
あ
り
、
こ
れ
を

加
え
た
田
の
総
計
を
一
町
三
反
一
二
歩
・
高
八
石
八
斗
一
升
四
合
と
記
し
て

い
る
。
前
掲
し
た
表
3
の
田
の
合
計
に
こ
れ
を
加
算
す
る
と
、
そ
こ
に
書
か

表 5　明和 9年 二神家の字別「切替畑」所持内訳
字　名 反　別 字　名 反　別

反 反
か　げ 0.820（3） ふるや 0.100（1）
竹の後 1.100（2） 小　池 0.300（1）
小太郎 0.600（1） いぬほうし 0.120（1）
吉　浦 0.320（2） 稲　蔵 0.310（2）
くふら 1.410（7） 大岩くろ 0.300（1）
平ケ畑 0.800（3） はつし 0.025（1）
登り立 1.500（5） 片のはな 0.300（1）
先大平 0.500（1） なこさこ 0.720（2）
池の平 1.700（3） 荒れ田の平 0.900（3）
入の浦 0.820（4） 高口 0.215（1）
大畑ケ 0.400（1） 大平 0.115（1）
ちのうさま 0.320（2） 明かのさこ 0.015（1）
明神ノ上 0.100（1） 内山 0.200（1）
打越 0.820（3） 西脇浜 0.100（1）
池ノ浦 0.420（1） みや明し畑 0.115（1）
はのくし 1.600（5） 土　穴 0.110（1）
さうづ 1.000（3） 腰の尻 0.300（1）

合　計 18.210（68）
［19.105］

1）明和 9年 4月「二神氏田畑地寄帳」（第 1次 65）より作成。
2）買得田畑は、名請人名の書き換えが行われていないので含
まない。

3）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小
数点）・斗・升・合である。

4）合計は原文書の数字である。表中の合計は［　］で示し
た。また、反別の（　）の数字は筆数である。

れ
て
い
る
数
字
と
合
致
す
る
。
ま
た
、
畑
も
三
反
三
畝
二
歩
・
五
斗
三
升
一
合
ほ
ど

あ
っ
た
。
同
様
に
こ
れ
を
加
わ
え
た
畑
の
合
計
は
、
二
町
七
反
四
畝
一
五
歩
・
五
石

五
斗
五
升
七
合
と
記
載
し
て
い
る
。
畑
の
方
は
表
3
の
数
字
を
加
え
た
も
の
と
は
完

全
に
は
一
致
し
な
い
が
、
そ
の
違
い
は
ご
く
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
れ
ら
の
買
得
田
畑
は
い
ず
れ
は
請
戻
し
さ
れ
て
移
動
す
る
こ
と
と
、
名
請
人
名
が

表 4　明和 9年 二神家の字別
庄屋地内訳

字　名 反　別 石　高

よし浦
反 石

0.520（1） 0.453
はのくし 0.728（2） 0.635
ふるや 0.612（2） 0.512
合　計 2.000（5） 1.600

1）明和 9年 4月「二神氏田畑地寄帳」
（第 1次 65）より作成。

2）単位は、反別が町・反（小数点）・
畝・歩、石高が石（小数点）・斗・
升・合である。

3）合計は原文書の数字と表中の計算
が合致する。また、反別の（　）
の数字は筆数である。

変
更
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
理

由
か
ら
、
表
3
の
中
に
は
加
え

な
か
っ
た
。

　

以
上
の
土
地
は
、
石
高
が
付

け
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。
ほ
か

に
も
二
神
家
が
所
持
す
る
土
地

に
は
石
高
を
設
定
さ
れ
な
い
土

地
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
切

替
畑
」、
つ
ま
り
焼
畑
で
あ
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の
五
つ
の
条
項
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　

覚

一
今
度
山
方
之
儀
、
郡
奉
行
所
支
配
被
仰
付
候
、
万
端
先
定
之
通
堅
相
守
候
様

可
被
申
付
事

一
所
々
御
林
多
年
法
制
有
之
候
故
、
宜
生
立
近
年
請
山
被
仰
付
、
御
益
も
有

之
、
其
上
去
々
年
以
来
百
姓
共
江
急
難
之
節
も
夫
々
被
下
置
、
大
益
下
々
に

て
も
存
た
る
事
候
、
此
所
を
不
忘
候
得
は
猥
之
儀
無
之
筈
ニ
候
、
…
…

一
自
分
植
松
之
儀
、
常
ニ
制
度
被
仰
付
候
故
、
是
以
生
立
宜
有
之
、
去
々
年
以

来
伐
取
候
様
被
仰
付
、
植
主
共
助
ニ
罷
成
候
、
此
段
猶
又
猥
無
之
様
可
申
付

事
一
新
に
植
松
い
た
し
度
場
所
有
之
候
ハ
ヽ
可
願
出
候
、
障
之
筋
之
勿
論
百
姓
等

ハ
常
ニ
猥
に
米
不
絶
や
う
に
可
申
付
之
事

一
五
穀
之
類
費
に
不
成
様
ニ
可
申
付
事

　

こ
の
「
覚
」
は
、「
宜
生
立
近
年
請
山
」
を
命
じ
れ
ば
領
主
の
利
益
に
な
り
、
百

姓
共
へ
「
急
難
」
の
節
に
下
付
す
れ
ば
、
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
も
「
大
益
」
と
な
る

と
い
う
政
策
上
の
理
由
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
自
分
植
松
」
の
こ
と
に

関
し
て
も
、「
生
立
宜
」
し
け
れ
ば
、
伐
採
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
自
体

「
植
主
」
た
ち
の
助
成
に
も
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
奨
励
策
に
よ
っ
て
二
神
村
で

も
植
松
に
取
り
組
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
家
来
」
忠
右
衛
門
な
ど
に
本
田
畑
同
様
に
焼
畑
を
給
畑
し
て
い
る

点
は
、
家
と
家
を
結
び
つ
け
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

「
家
来
」
忠
右
衛
門
に
は
二
反
一
〇
歩
（
七
筆
）、
半
次
郎
に
は
八
畝
一
〇
歩
（
二
筆
）

の
給
畑
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
二
人
の
給
畑
を
合
わ
せ
た
九
筆

の
う
ち
、
一
筆
を
除
い
て
残
り
八
筆
が
植
松
の
焼
畑
で
あ
っ
た
。
二
神
家
に
お
け
る

植
松
の
ほ
ぼ
全
部
が
、
こ
の
二
人
に
給
畑
し
た
焼
畑
で
植
栽
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内　

植
松
山

　
　
　

合
壱
町
八
反
弐
畝
拾
歩

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

弐
反
拾
歩　
　
　
　
　
　

家
来
忠
右
衛
門
へ
給
畑

　

焼
畑
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
高
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
等
級
は
付
け
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
種
類
は
上
・
中
・
下
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
上
中
下

の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
。
二
神
家
の
焼
畑
に
現
れ
る
等
級
は
、
上
々
、
上
ノ
下
、

中
ノ
上
、
中
ノ
下
、
下
ノ
上
、
下
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
焼
畑
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
植
松
」「
植
松
山
」
な
ど
と
注
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
松
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

と
、「
家
来
」
忠
右
衛
門
な
ど
へ
給
畑
と
し
て
与
え
ら
れ
る
部
分
が
か
な
り
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

　

史
料
中
に
出
て
く
る
植
松
の
合
計
は
、
二
反
五
畝
二
〇
歩
（
九
筆
）
と
な
る
。
引

用
し
た
半
次
郎
へ
の
「
給
畑
」
の
と
こ
ろ
に
も
植
松
と
あ
る
が
、「
作
面
」
と
の
内

訳
が
な
い
の
で
、
正
確
な
反
別
は
把
握
で
き
な
い
。
し
か
し
、
半
次
郎
の
二
筆
の
分

が
判
明
し
な
い
だ
け
で
、
あ
と
は
す
べ
て
植
松
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
植

松
は
、
二
神
家
が
所
持
す
る
焼
畑
だ
け
で
も
二
反
余
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
百

姓
が
所
持
し
て
い
た
焼
畑
の
一
部
に
も
松
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
、

二
神
島
に
は
相
当
広
い
範
囲
で
松
が
植
栽
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
今
日
で
も
島

の
人
た
ち
に
尋
ね
る
と
、
一
様
に
昔
は
二
神
島
の
こ
と
を
「
松
島
」
と
称
し
た
と
い

う
返
事
が
返
っ
て
く
る
。
二
神
家
の
焼
畑
に
植
え
ら
れ
た
松
植
山
の
反
別
か
ら
推
量

す
る
と
、
そ
の
話
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
松
の
植
栽
は
二
神
家
独
自
の
取
り
組

み
と
い
う
よ
り
は
、
松
山
藩
の
林
業
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
藩
か
ら
郡
奉
行
中
へ
宛
て
た
覚
書
に
は
、
郡
奉
行
所

が
担
当
す
る
山
方
の
支
配
、
管
理
に
関
す
る
条
項
が
列
挙
さ
れ
て
い

）
26
（る
。
そ
の
う
ち
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九　
　

番　
　

の
う
崎
（
の
う
崎
）

十　
　

番　
　

西
脇
〜
あ
ら
れ
（
西
脇
・
あ
ら
れ
）

十
一　

番　
　

荒
れ
〜
東
脇
（
あ
ら
れ
・
む
く
の
う
・
の
ほ
り
立
）

十
二　

番　
　

大
く
ほ
〜
三
分
一
（
お
く
ほ
・
三
分
一
）

十
三　

番　
　

か
う
の
畑
ケ
〜
水
口
（
か
う
の
畑
・
う
ち
の
さ
こ
・
に
う
の
浦
）

十
四　

番　
　

に
う
の
浦
〜
床
畑
（
入
浦
・
入
浦
と
こ
畑
）

十
五　

番　
　

ち
の
う
さ
ま
（
ち
の
う
さ
ま
・
の
り
こ
へ
）

十
六　

番　
　

池
ノ
浦
（
池
浦
）

十
七　

番　
　

尾
原
（
お
バ
ら
）

十
八　

番　
　

は
の
く
し
（
は
の
く
し
）

十
九　

番　
　

梅
ノ
浦
（
梅
の
浦
）

二
十　

番　
　

そ
う
づ
（
そ
う
づ
）

二
十
一
番　
　

ふ
る
や
（
ふ
る
や
）

二
十
二
番　
　

小
池
（
小
池
）

二
十
三
番　
　

城
ノ
後
（
城
之
後
）

二
十
四
番　
　

泊
り
（
泊
り
）

二
十
五
番　
　

明
神
ノ
上
〜
小
泊
り
（
小
沼
明
神
ノ
上
・
泊
り
・
小
泊
り
・
地
蔵

堂
）

二
十
六
番　
　

地
蔵
堂
〜
西
畑
ケ
（
地
蔵
堂
・
本
浦
・
寺
ノ
上
・
西
畑
ケ
）

　

こ
の
よ
う
に
「
二
十
六
番
」
ま
で
の
番
号
が
付
さ
れ
、
後
掲
の
二
神
島
の
地
図

（
図
1
）
と
照
合
す
れ
ば
、
北
側
中
央
の
海
に
面
し
た
「
カ
ゲ
」
か
ら
西
に
向
か
っ

て
島
を
一
周
し
、
最
後
に
「
西
畑
ケ
」
に
戻
っ
て
く
る
形
で
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る

の
が
分
か
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
検
地
も
こ
の
順
序
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

原
文
書
に
記
さ
れ
た
反
別
と
石
高
の
集
計
で
は
、
田
七
町
七
反
六
畝
、
畑
一
七
町
八

反
九
畝
で
合
計
二
五
町
六
反
五
畝
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
御
蔵
屋
敷
」
と
「
寺
屋

敷
」
の
合
計
四
畝
六
歩
が
「
無
高
」
と
し
て
差
し
引
か
れ
、
残
り
の
反
別
は
二
五
町

る
。

　

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
、
二
神
家
の
土
地
所
持
の
実
態
と
、
そ
の
種
類
や
規
模

の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
庄
屋
地
を
含
む
石
高
に
結
び
つ
い
た
本
田
畑
の
ほ
か

に
も
、
買
得
田
畑
、
焼
畑
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
所
持
規
模
は
六
町
歩

近
く
に
も
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
六
町
歩
に
も
及
ば
ん
と
す
る
二
神
家
の
土
地

が
、
島
の
ど
こ
に
点
在
し
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字

名
と
照
合
し
な
が
ら
場
所
を
特
定
し
て
み
よ
う
。
図
1
は
、
二
神
島
の
地
図
に
字
名

を
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
神
島
は
、
北
側
の
海
に
面
し
た
中
央
部
か
ら
東
に
向
か
っ
て
集
落
が
開
け
、
西

か
ら
順
に
本
浦
、
小
泊
、
向
、
泊
、
脇
之
浜
と
い
う
五
つ
の
字
に
よ
っ
て
区
分
け
さ

れ
る
。
二
神
家
は
、
島
の
中
央
の
集
落
西
側
に
あ
る
本
浦
に
居
を
構
え
て
い
る
。
明

和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
野
取
地
次
順

）
27
（帳
」
は
、
字
ご
と
に

集
計
し
た
反
別
・
石
高
の
結
果
を
末
尾
に
記
し
て
い
る
。
各
字
に
は
番
号
が
付
け
ら

れ
、
一
番
の
「
か
け
前
」
か
ら
二
六
番
「
地
蔵
堂
〜
西
畑
ケ
」
ま
で
二
六
の
字
が
あ

っ
た
。
そ
の
す
べ
て
を
書
き
上
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、（　

）
の
字
名

は
そ
れ
ぞ
れ
番
号
の
あ
る
字
の
中
に
出
て
く
る
一
筆
ご
と
の
字
の
名
称
で
あ
る
。
ま

ず
、
そ
の
二
六
の
字
名
を
列
記
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
表
記
は
原
文
通
り
と
し

た
。

一　
　

番　
　

か
け
前
（
か
け
）

二　
　

番　
　

か
け
先
（
か
け
の
中
さ
こ
）

三　
　

番　
　

竪
石
〜
稲
蔵
（
竪
石
・
稲
蔵
）

四　
　

番　
　

馬
口
〜
小
太
郎
（
馬
口
・
上
馬
口
・
大
弁
当
）

五　
　

番　
　

よ
し
浦
（
よ
し
浦
）

六　
　

番　
　

く
む
ら
（
く
む
ら
）

七　
　

番　
　

土
穴
（
土
穴
）

八　
　

番　
　

な
ご
さ
こ
（
な
ご
さ
こ
）
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図
1　
二
神
島
各
字
所
在
地
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の
所
持
状
況
を
「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
坪
地
組

）
29
（帳

」
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

百
姓
数
は
、
安
養
寺
、
神
田
、
郷
蔵
屋
敷
の
分
を
除
い
て
六
一
名
で
あ
る
。
表
中

の
百
姓
名
に
付
し
た
番
号
は
所
持
高
の
順
位
を
表
し
て
い
る
。
第
一
位
の
源
三
良
は

二
神
家
の
者
で
あ
り
、
当
時
の
当
主
、
29
代
二
神
種
次
（
源
三
郎
）
で
あ
る
。
源
三

郎
は
、
庄
屋
地
な
ど
を
含
め
て
三
町
三
反
一
畝
二
五
歩
・
一
一
石
九
斗
七
升
を
所
持

し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
居
宅
の
一
反
三
畝
七
歩
の
広
大
な
屋
敷
地
の
ほ
か
、

「
家
頼
屋
敷
」
を
二
軒
所
持
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
出
の
「
家
頼
」

で
あ
る
青
木
忠
右
衛
門
と
半
次
郎
に
つ
な
が
る
者
に
分
与
し
た
屋
敷
と
み
な
し
て
大

過
な
か
ろ
う
。

　

土
地
の
所
持
高
は
、
二
神
家
を
筆
頭
に
、
以
下
、
第
二
位
勘
右
衛
門
、
第
三
位
助

太
夫
、
第
四
位
七
良
兵
衛
、
第
五
位
太
左
衛
門
、
第
六
位
弥
左
衛
門
と
続
く
。
第
六

位
ま
で
が
高
二
石
以
上
を
所
持
す
る
家
で
、
第
七
位
か
ら
三
〇
位
ま
で
は
一
石
台
、

三
一
位
か
ら
六
一
位
ま
で
は
一
石
に
も
満
た
な
い
所
持
状
況
で
あ
る
。
と
く
に
、
五

七
位
の
作
兵
衛
か
ら
六
一
位
の
徳
蔵
ま
で
は
畑
と
屋
敷
を
多
少
所
持
す
る
も
の
の
、

田
は
皆
無
で
あ
る
。
全
反
別
二
五
町
六
反
五
畝
か
ら
安
養
寺
、
神
田
、
郷
蔵
屋
敷
の

分
を
差
し
引
く
と
、
二
四
町
七
反
三
畝
一
歩
・
七
九
石
八
斗
六
升
九
合
と
な
り
、
一

人
当
た
り
の
平
均
は
、
反
別
に
し
て
約
四
反
、
高
に
し
て
約
一
石
三
斗
と
な
る
。
全

体
的
に
小
規
模
の
所
持
状
況
で
あ
る
。
二
神
家
の
所
持
規
模
の
大
き
さ
が
突
出
し
て

い
る
事
実
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
。
二
神
家
は
こ
の
本
田
畑
だ
け
で
な
く
、
若
干
の

買
得
田
畑
と
広
大
な
焼
畑
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

　

ま
た
、
所
持
高
に
お
い
て
上
位
に
名
を
連
ね
る
者
た
ち
の
家
を
う
か
が
っ
て
み
る

と
、
第
二
位
の
勘
右
衛
門
（
末
家
勘
右
衛
門
家
）、
第
三
位
の
助
太
夫
（
末
家
藤
兵
衛

家
）、
第
四
位
の
七
良
兵
衛
（
末
家
勘
右
衛
門
か
ら
出
た
又
末
家
七
郎
兵
衛
家
）、
第
五

位
太
左
衛
門
（
末
家
久
助
家
）、
第
六
位
の
弥
左
衛
門
（
末
家
弥
左
衛
門
家
）、
第
二
〇

位
の
八
十
良
（
末
家
八
十
郎
家
）
な
ど
は
、
一
章
で
み
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
二
神
家

六
反
二
四
歩
と
な
る
。
一
方
、
石
高
は
田
四
八
石
一
斗
七
升
九
合
、
畑
三
四
石
二
斗

六
升
六
合
で
合
計
八
二
石
四
斗
四
升
五
合
と
な
り
、「
御
蔵
屋
敷
」
と
「
寺
屋
敷
」

の
分
は
無
高
な
の
で
、
全
体
の
石
高
に
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
島
全
体
の
百
姓
の
所

持
田
畑
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
さ
ら
に
詳
し
く
検
討
を
加
え
る
。

　

さ
て
、
前
出
の
表
3
、
表
4
、
表
5
に
戻
っ
て
、
二
神
家
の
所
持
田
畑
の
所
在
地

を
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ま
ず
表
3
の
本
田
畑
に
つ
い
て
は
、
田
は
居
宅
か
ら
島

の
西
側
を
中
心
と
し
た
場
所
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
一
反
を
超
え

る
場
所
は
か
げ
、
吉
浦
、
あ
ら
れ
、
入
の
浦
の
四
字
で
あ
る
。
居
宅
に
比
較
的
近
い

場
所
に
分
布
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
元
来
、
二
神
家
の
本
貫
地
と
し
て

居
宅
近
辺
に
所
在
し
て
い
た
田
を
近
世
に
な
っ
て
も
維
持
し
て
き
た
理
由
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
松
山
藩
の
土
地
政
策
で
は
、
土
地
は
村
の
総
持
ち
と
し
て
、
く

じ
札
に
よ
り
土
地
の
配
分
を
決
め
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
二
神
村
で
は
、
後
述
す
る

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
と
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
の
字
名
を
含
む
土
地
の
所
持

状
況
を
比
較
し
て
み
て
も
、
二
神
家
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
両
年
代
で
大
き
な
土
地
の
変

動
は
な
か
っ
た
模
様
で
あ

）
28
（る

。
畑
は
、
く
ぐ
ら
の
五
反
九
畝
一
六
歩
を
筆
頭
に
、
本

浦
、
そ
う
づ
、
な
ご
さ
こ
、
古
屋
な
ど
の
字
に
多
く
存
在
す
る
。
字
に
つ
い
て
も
田

と
比
べ
島
の
東
側
に
分
布
す
る
。

　

続
い
て
、
表
4
の
庄
屋
地
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
五
筆
の
み
で
あ
り
、

一
筆
の
吉
浦
は
居
宅
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
二
筆
の
は
の
く
し
は
島
の
東
端

に
、
ま
た
、
ふ
る
や
は
北
側
の
東
側
に
そ
れ
ぞ
れ
所
在
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
居
宅

か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
最
後
の
焼
畑
に
つ
い
て
は
、
表
5
と
照
合
し
た
結
果
、

地
図
上
に
落
と
せ
な
い
小
字
名
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
は
、
多
く

が
山
間
部
に
所
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
焼
畑
の
性
格
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

三
章
　
二
神
村
百
姓
の
土
地
所
持
状
況

　

前
章
で
は
二
神
家
の
土
地
所
持
状
況
を
詳
細
に
分
析
し
た
が
、
本
章
で
は
二
神
村

全
体
の
所
持
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。
表
6
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
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表 6　元禄 2年 二神村田畑所持内訳
田 畑 田畑合計内居屋敷

反　別 石　高 反　別 高 反　別 石　高 反　別 石　高
反 石 反 石 反 石 反 石

1 源 三 良 9.426　（31） 6.089 21.629　（46） 4.281 1.307（1） 0.529 31.125　（77） 10.37
〃家頼屋敷 0.105（1） 0.029
〃家頼屋敷 0.302（1） 0.077
庄 屋 地 2.000　（5） 1.600 2.000　（5） 1.600
小　計 11.426　（36） 7.689 21.629　（46） 4.281 1.714（3） 0.714 33.125　（82） 11.970

2 勘 右 衛 門 5.202　（18） 3.034 10.521　（22） 2.140 0.721（1） 0.308 15.723　（40） 5.174
3 助 太 夫 4.325　（16） 2.841 9.900　（21） 1.929 0.725（1） 0.196 14.225　（37） 4.770
4 七 良 兵 衛 4.000　（13） 2.435 9.105　（22） 1.731 0.514（1） 0.164 13.105　（35） 4.166
5 太 左 衛 門 3.528　（11） 2.109 6.918　（20） 1.267 0.409（1） 0.129 10.516　（31） 3.376
6 弥 左 衛 門 2.100　（7） 1.324 4.117　（11） 0.864 0.314（1） 0.139 6.217　（18） 2.188
7 与 兵 衛 1.600　（5） 1.066 3.511　（11） 0.667 0.115（1） 0.023 5.111　（16） 1.733
8 四良右衛門 1.600　（6） 1.040 3.310　（6） 0.640 0.310（1） 0.100 4.910　（12） 1.680
9 喜 左 衛 門 1.500　（6） 0.991 3.006　（6） 0.636 0.216（1） 0.076 4.506　（12） 1.627

10 七良右衛門 1.501　（5） 0.873 3.407　（8） 0.673 0.224（1） 0.084 4.908　（13） 1.546
11 七 左 衛 門 1.200　（4） 0.814 2.717　（7） 0.557 0.228（1） 0.117 3.917　（11） 1.371
12 勘 左 衛 門 1.401　（5） 0.847 2.612　（8） 0.461 0.219（1） 0.066 4.013　（13） 1.308
13 佐 次 兵 衛 1.300　（6） 0.773 2.809　（7） 0.528 0.319（1） 0.091 4.109　（13） 1.301
14 仁 右 衛 門 1.100　（6） 0.688 2.504　（8） 0.528 0.215（1） 0.100 3.604　（14） 1.216
15 五 左 衛 門 1.100　（5） 0.695 2.900　（7） 0.517 0.218（1） 0.078 4.000　（12） 1.212
16 与三左衛門 1.300　（5） 0.767 2.911　（9） 0.435 0.204（1） 0.032 4.211　（14） 1.202
17 伝 七 1.200　（5） 0.659 2.809　（9） 0.519 0.109（1） 0.020 4.009　（14） 1.178
18 茂 右 衛 門 1.200　（4） 0.738 2.421　（8） 0.434 0.200（1） 0.050 3.621　（12） 1.172
19 与 右 衛 門 1.000　（4） 0.606 2.521　（7） 0.566 0.409（1） 0.172 3.521　（11） 1.172
20 八 十 良 1.000　（4） 0.672 2.400　（8） 0.500 0.310（1） 0.083 3.400　（12） 1.172
21 庄 右 衛 門 1.129　（5） 0.742 2.708　（10） 0.425 0.115（1） 0.023 3.907　（15） 1.167
22 十 左 衛 門 1.100　（5） 0.646 2.317　（6） 0.480 0.120（1） 0.050 3.417　（11） 1.126
23 茂 兵 衛 1.000　（5） 0.655 2.205　（8） 0.451 0.115（1） 0.045 3.205　（13） 1.106
24 又 左 衛 門 1.209　（6） 0.607 2.520　（7） 0.468 0.300（1） 0.075 3.729　（13） 1.075
25 半 右 衛 門 1.000　（5） 0.592 2.314　（8） 0.478 0.327（1） 0.117 3.314　（13） 1.070
26 長 兵 衛 1.000　（6） 0.606 2.129　（7） 0.454 0.103（1） 0.044 3.129　（13） 1.060
27 庄 左 衛 門 1.100　（5） 0.662 2.413　（10） 0.397 0.116（1） 0.038 3.513　（15） 1.059
28 久 左 衛 門 1.000　（4） 0.645 2.118　（6） 0.406 0.210（1） 0.058 3.118　（10） 1.051
29 八 兵 衛 1.001　（5） 0.624 2.207　（7） 0.414 0.115（1） 0.060 3.208　（12） 1.038
30 五 兵 衛 1.000　（5） 0.593 2.202　（7） 0.429 0.214（1） 0.074 3.202　（12） 1.022
31 長 左 衛 門 1.000　（5） 0.606 2.226　（7） 0.369 0.209（1） 0.058 3.226　（12） 0.975
32 孫 兵 衛 1.000　（6） 0.539 2.118　（6） 0.422 0.219（1） 0.105 3.118　（12） 0.961
33 三 右 衛 門 0.800　（4） 0.532 2.025　（9） 0.416 0.329（1） 0.119 2.825　（13） 0.948
34 孫 左 衛 門 0.900　（4） 0.572 2.019　（5） 0.369 0.216（1） 0.063 2.919　（9） 0.941
35 六 良 兵 衛 0.800　（4） 0.488 1.921　（4） 0.418 0.127（1） 0.057 2.721　（8） 0.906
36 七 右 衛 門 0.900　（4） 0.535 1.820　（7） 0.349 0.202（1） 0.052 2.720　（11） 0.884
37 三良右衛門 0.800　（4） 0.486 1.923　（6） 0.392 0.304（1） 0.094 2.723　（10） 0.878
38 加 右 衛 門 0.800　（5） 0.472 1.804　（6） 0.402 0.121（1） 0.068 2.604　（11） 0.874
39 次良左衛門 0.700　（3） 0.393 1.818　（7） 0.426 0.222（1） 0.109 2.518　（10） 0.819
40 金 右 衛 門 0.700　（4） 0.405 1.606　（5） 0.355 0.110（1） 0.053 2.306　（9） 0.760
41 五 良 兵 衛 0.700　（4） 0.434 1.821　（7） 0.319 0.114（1） 0.059 2.521　（11） 0.753
42 六 左 衛 門 0.700　（3） 0.401 1.920　（9） 0.349 0.118（1） 0.040 2.620　（12） 0.750
43 長 右 衛 門 0.800　（3） 0.453 1.522　（7） 0.290 0.111（1） 0.034 2.322　（10） 0.743
44 宗 十 良 0.600　（3） 0.350 1.502　（4） 0.285 0.129（1） 0.049 2.102　（7） 0.635
45 安 兵 衛 0.500　（3） 0.303 1.429　（5） 0.308 0.200（1） 0.080 1.929　（8） 0.611
46 半 四 良 0.600　（3） 0.352 1.222　（4） 0.201 0.200（1） 0.020 1.822　（7） 0.553
47 助 左 衛 門 0.500　（3） 0.319 1.204　（5） 0.224 0.112（1） 0.021 1.704　（8） 0.543
48 甚 太 良 0.500　（3） 0.292 1.228　（5） 0.250 0.129（1） 0.059 1.728　（8） 0.542
49 清 兵 衛 0.400　（3） 0.236 1.202　（5） 0.237 0.109（1） 0.033 1.602　（8） 0.473
50 金 蔵 0.400　（2） 0.260 1.000　（5） 0.211 0.108（1） 0.051 1.400　（7） 0.471
51 六 右 衛 門 0.400　（4） 0.248 1.000　（5） 0.206 0.109（1） 0.033 1.400　（9） 0.454
52 権 兵 衛 0.400　（2） 0.250 1.026　（5） 0.192 0.114（1） 0.037 1.426　（7） 0.442
53 甚 五 良 0.400　（2） 0.269 0.817　（4） 0.165 0.022（1） 0.022 1.217　（6） 0.434
54 半 左 衛 門 0.400　（3） 0.268 0.904　（4） 0.153 0.015（1） 0.013 1.304　（7） 0.421
55 半 次 郎 0.300　（2） 0.189 0.928　（5） 0.182 0.111（1） 0.034 1.228　（7） 0.371
56 長 三 良 0.302　（2） 0.201 0.918　（5） 0.167 0.028（1） 0.023 1.220　（7） 0.368
57 作 兵 衛 1.411　（5） 0.250 0.110（1） 0.040 1.411　（5） 0.250
58 与 三 兵 衛 1.125　（4） 0.246 0.108（1） 0.032 1.125　（4） 0.246
59 作 兵 衛 0.815　（3） 0.195 0.120（1） 0.050 0.815　（3） 0.195
60 善 九 良 1.001　（3） 0.185 0.115（1） 0.008 1.001　（3） 0.185
61 徳 蔵 1.203　（5） 0.180 0.026（1） 0.026 1.203　（5） 0.180
安 養 寺 0.622　（2） 0.377 7.211　（11） 1.278 0.316（1） 無高 7.903　（13） 1.655
神 田 1.206　（2） 0.921 1.206　（2） 0.921
郷 蔵 屋 敷 0.020　（1） 0.020（1） 無高 0.020　（1） 無高

合　　計 77.600（314） 48.179 178.900（505） 34.266 256.500（819） 82.445
［77.602］ ［48.184］ ［178.900］ ［34.266］ ［256.502］ ［82.450］

1）元禄 2年 2月「風早嶋二神村田畑坪地組帳」（第 1次 19）より作成。
2）「切替畑」（焼畑）の反別は含まれていない。
3）合計は原文書の数字である。表中の合計は［　］で示した。
4）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小数点）・斗・升・合である。
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検
地
の
結
果
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
端
数
の
な
い
反
別
を

分
筆
し
た
こ
と
に
よ
り
歩
の
単
位
ま
で
細
か
な
数
字
が
現
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
本
質

的
に
は
元
禄
期
の
反
別
表
示
と
違
い
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
元
禄
二
年
か
ら
八
二
年
を
経
た
明
和
九
年
「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
人
別

地
寄
帳
」
を
も
と
に
し
て
土
地
の
所
持
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
表
7

は
、
明
和
九
年
の
全
村
の
所
持
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
出
の
元
禄

二
年
の
表
6
と
比
較
す
る
た
め
に
、
分
か
る
範
囲
で
名
請
人
の
名
前
が
照
合
で
き
る

も
の
を
表
中
の
「
元
禄
二
年
と
の
相
関
」
欄
に
掲
げ
た
。

　

元
禄
二
年
と
比
較
す
る
と
、
百
姓
数
は
元
禄
二
年
の
六
一
人
か
ら
八
七
人
と
増
加

し
た
。
ま
た
、
安
養
寺
と
神
田
の
反
別
、
高
と
も
変
化
は
な
い
が
、
郷
蔵
屋
敷
の
分

が
消
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
原
文
書
で
末
尾
に
集
計
さ
れ
て
い
る
全
反
別
、
全
石
高

と
も
変
化
は
な
い
。
第
一
位
の
新
四
郎
は
二
神
家
で
あ
り
、
当
時
の
当
主
32
代
種
章

（
新
四
郎
）
で
あ
る
。
こ
の
「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
人
別
地
寄
帳
」
に
は
、
表
紙
に

「
庄
屋　

新
四
郎
種
章
在
役
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
帳
面
の
作
成
者
が
種
章
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
新
四
郎
の
所
持
田
畑
は
三
町
五
反
二
畝
一
一
歩
・
一
二
石

七
斗
五
升
一
合
で
あ
る
。
元
禄
二
年
と
比
較
し
て
も
二
神
家
の
所
持
状
況
に
大
き
な

変
化
は
な
い
。
庄
屋
地
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
所
持
高
で
み
る
と
、
や
は
り
二

神
家
が
群
を
抜
い
て
い
る
が
、
第
二
位
弥
左
衛
門
（
末
家
弥
左
衛
門
家
）、
第
三
位
善

蔵
（
末
家
勘
右
衛
門
家
）、
第
五
位
久
助
（
末
家
久
助
家
）、
第
七
位
半
平
（
末
家
八
十

郎
家
）、
第
一
二
位
平
六
（
又
末
家
平
六
家
・
末
家
藤
兵
衛
家
か
ら
別
家
）
な
ど
は
、
い

ず
れ
も
二
神
家
と
末
家
、
あ
る
い
は
又
末
家
の
関
係
に
あ
る
家
で
あ
る
。
ま
た
、
第

四
位
太
兵
衛
は
、
そ
の
所
持
地
の
内
容
か
ら
、
末
家
勘
右
衛
門
に
関
係
す
る
田
畑
を

多
く
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
六
位
弥
右
衛
門
は
元
禄
二
年
の
助
太

夫
（
末
家
藤
兵
衛
家
）
に
つ
な
が
る
土
地
を
所
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
八
位

金
三
郎
（
末
家
孫
三
郎
家
）、
第
七
三
位
忠
次
（
又
末
家
忠
次
家
）、
第
七
九
位
新
六

（
末
家
助
之
丞
家
）
な
ど
、
比
較
的
新
し
く
二
神
家
と
関
係
を
持
っ
た
百
姓
が
名
を
連

ね
る
。
こ
こ
で
も
、
元
禄
二
年
と
同
様
、
二
神
家
の
末
家
・
又
末
家
の
家
が
二
神
家

の
末
家
や
又
末
家
の
家
で
あ
り
、
二
神
家
と
強
固
な
結
び
つ
き
の
あ
る
家
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
六
軒
の
家
の
所
持
高
と
二
神
家
の
所
持
高
を
合
計
す
る
と
三
〇
石
余

と
な
り
、
先
の
一
人
当
た
り
平
均
所
持
高
を
算
出
し
た
数
字
を
使
え
ば
、
こ
の
七
軒

の
家
で
全
体
の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
末
家

で
あ
る
か
ら
田
畑
の
所
持
高
が
少
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
。

む
し
ろ
、
二
神
家
に
と
っ
て
は
、
末
家
や
又
末
家
の
家
が
村
内
有
数
の
高
持
百
姓
で

あ
る
こ
と
が
家
同
士
の
結
束
を
維
持
、
強
化
す
る
重
要
な
条
件
に
な
っ
た
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
は
、
末
家
や
分
家
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
家
は
、
主
家
に

対
し
て
何
ら
か
の
上
下
関
係
が
存
在
し
た
と
解
釈
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
二
神
家
と

縁
戚
関
係
に
あ
る
家
の
結
び
つ
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
村
内
で
上
位
の
所
持
高
を

有
す
る
こ
と
で
一
層
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
一
章
で
み
た
二
神
家
を
含
む
親
族
の
養
子
縁
組
み
の
実
態
か
ら
判
断
す
る
と
、

二
神
家
で
嫡
男
が
い
な
い
場
合
に
は
、
末
家
か
ら
迎
え
入
れ
る
態
勢
を
常
に
整
え
て

い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
将
軍
家
の
「
御
三
家
」
の
よ
う
な
態
勢
が
構
築

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
も
、
末
家
、
又
末
家
の
家
が
存
続

し
て
い
く
た
め
に
、
一
定
程
度
の
所
持
田
畑
の
保
持
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
表
6
を
一
瞥
す
る
と
、
と
り
わ
け
、
田
に
関
し
て
は
そ
の
反
別
に
端

数
の
で
な
い
切
り
の
よ
い
所
持
反
別
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一
筆
ご
と
の

田
の
面
積
を
測
量
し
た
場
合
、
各
人
の
所
持
す
る
田
の
反
別
が
、
こ
の
よ
う
な
歩
の

単
位
で
「
〇
〇
」
と
い
っ
た
数
字
に
な
る
こ
と
は
想
定
し
に
く

）
30
（い

。
明
ら
か
に
作
為

的
な
数
字
で
あ
り
、
一
筆
検
地
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
反
別
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
さ
に
、「
算
面
の
つ
く
り
も

）
31
（の
」
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
次
に
検
討

す
る
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
人
別
地
寄

）
32
（帳

」
や
、
そ
の
も

と
と
な
っ
た
「
風
早
嶋
二
神
村
田
畑
野
取
地
次
順

）
33
（帳
」、
先
に
利
用
し
た
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）
で
は
、
こ
の
よ
う
な
切
り
の
よ
い
数
値
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
れ
が
元
禄
期
か
ら
明
和
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
検
地
の
結
果
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
か
ね
な
い
が
、
両
者
の
反
別
と
石
高
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
決
し
て
一
筆
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

表 7　明和 9年 二神村田畑所持内訳
田 畑 合　　計

元禄 2年との相関
反　別 石　高 反　別 石　高 反　別 石　高
　　反 　　石 　　　反 　　石 　　　反 　　石

1 新 四 郎 11.000 7.697 24.211 5.054 35.211 12.751 1 源 三 良
① 新四郎支配地 文 太 郎 0.600 0.471 1.020 0.223 1.620 0.694
② 新四郎支配地 彦 四 郎 0.612 0.476 1.217 0.208 1.829 0.684
③ 新四郎支配地 忠 次 0.610 0.435 1.115 0.248 1.725 0.683
④ 新四郎支配地 庄 左 衛 門 0.607 0.389 1.028 0.254 1.705 0.643
⑤ 新四郎支配地 徳 左 衛 門 0.304 0.333 0.519 0.131 0.823 0.464
⑥ 新四郎支配地 甚 七 0.317 0.271 0.606 0.123 0.923 0.394
⑦ 新四郎支配地 三 之 助 0.304 0.260 0.519 0.131 0.823 0.391
⑧ 新四郎支配地 市 兵 衛 0.306 0.196 0.923 0.188 1.229 0.384
⑨ 新四郎支配地 半 三 郎 0.306 0.260 0.628 0.112 1.004 0.372
⑩ 新四郎支配地 善 蔵 0.303 0.229 0.509 0.123 0.812 0.352
⑪ 新四郎支配地 六 蔵 0.306 0.213 0.611 0.131 0.917 0.344
⑫ 新四郎支配地 才 右 衛 門 0.302 0.227 0.510 0.107 0.812 0.334
⑬ 新四郎支配地 半 次 郎 0.401 0.184 0.612 0.130 1.013 0.314
⑭ 新四郎支配地 半 助 0.326 0.166 0.611 0.131 1.007 0.297
⑮ 新四郎支配地 又 右 衛 門 0.304 0.159 0.608 0.123 0.912 0.282
⑯ 新四郎支配地 与 七 0.306 0.161 0.517 0.119 0.823 0.280
⑰ 新四郎支配地 甚 右 衛 門 0.326 0.180 0.518 0.095 0.914 0.275
⑱ 新四郎支配地 市郎右衛門 0.306 0.161 0.507 0.111 0.813 0.272
⑲ 新四郎支配地 太 郎 兵 衛 0.300 0.150 0.715 0.115 1.015 0.265
⑳ 新四郎支配地 甚 助 0.306 0.139 0.527 0.115 0.903 0.254
新四郎当テ作 才 右 衛 門 0.711 0.378 0.911 0.151 1.622 0.529
庄 屋 地 新 四 郎 2.000 1.600 2.000 1.600 庄 屋 地

2 弥 左 衛 門 2.923 1.876 6.006 1.141 8.929 3.017 6 弥 左 衛 門
3 善　　 蔵 3.025 1.498 7.007 1.354 10.102 2.852 2 勘 右 衛 門一部
4 太 兵 衛 2.111 1.533 4.918 1.062 7.029 2.595 2 勘 右 衛 門
5 久　　 助 2.905 1.394 6.101 1.100 9.006 2.494 5 太 左 衛 門
6 弥 右 衛 門 1.414 0.955 3.223 0.680 4.707 1.635 3 助 太 夫一部
7 半　　 平 1.506 0.876 3.301 0.709 4.807 1.585 38 加 右 衛 門
8 金 右 衛 門 1.619 0.991 2.705 0.567 4.324 1.558 40 金 右 衛 門
9 七郎右衛門 1.226 0.722 3.227 0.660 4.523 1.382 10 七郎右衛門

10 理 左 衛 門 1.100 0.623 3.004 0.612 4.104 1.235 13 佐 次 兵 衛
11 忠　　 助 1.115 0.791 2.129 0.427 3.314 1.218 44 宗 十 郎
12 平　　 六 0.914 0.499 3.608 0.689 4.522 1.188
13 十 左 衛 門 1.100 0.646 2.317 0.480 3.417 1.126 22 十 左 衛 門
14 与 兵 衛 1.013 0.622 2.606 0.472 3.619 1.094 7 与 兵 衛
15 七 郎 兵 衛 1.324 0.797 1.608 0.282 3.002 1.079 4 七 良 兵 衛
16 半 三 郎 1.006 0.822 1.515 0.254 2.521 1.076 14 四郎右衛門
17 半 右 衛 門 1.000 0.592 （2.304） （0.468） （3.304） （1.060） 25 半 右 衛 門
18 金 五 郎 1.014 0.580 2.219 0.422 3.303 1.002 17 伝　　 七
19 権　　 平 0.822 0.554 2.020 0.441 2.912 0.995 8 仁 右 衛 門
20 九 郎 兵 衛 1.108 0.641 1.714 0.316 2.822 0.957
21 久 左 衛 門 1.000 0.647 1.411 0.285 2.411 0.932 28 久 左 衛 門
22 源　　 七 0.828 0.568 （2.026） （0.359） （2.924） （0.927） 47 助 左 衛 門
23 七 左 衛 門 0.803 0.533 （2.014） （0.391） （2.817） （0.924） 50 金　　 蔵
24 市 右 衛 門 0.727 0.541 1.806 0.355 2.603 0.896 11 七 左 衛 門
25 孫 兵 衛 0.915 0.469 （2.219） （0.418） （3.204） （0.887） 32 孫 兵 衛
26 三 右 衛 門 0.725 0.472 2.225 0.413 3.020 0.885 33 三 右 衛 門
27 権　　 六 0.800 0.488 1.827 0.393 2.627 0.881 35 六 良 兵 衛
28 金 三 郎 0.716 0.409 2.602 0.435 3.318 0.844 1 源三良の出
29 柞 兵 衛 1.022 0.527 1.810 0.313 2.902 0.840 41 五 良 兵 衛
30 市 兵 衛 0.707 0.485 1.626 0.345 2.403 0.830 9 喜 左 衛 門
31 半　　 八 1.011 0.460 2.104 0.363 3.115 0.823 43 長 右 衛 門
32 長　　 作 0.822 0.514 2.226 0.288 3.118 0.802
33 喜 左 衛 門 0.723 0.506 1.310 0.291 2.103 0.797 9 喜 左 衛 門
34 与 次 兵 衛 0.818 0.558 1.303 0.230 2.121 0.788 12 勘 左 衛 門
35 角 左 衛 門 0.801 0.493 1.029 0.291 2.620 0.784 21 庄 右 衛 門
36 長 九 郎 0.812 0.589 1.026 0.179 1.908 0.768 31 長 左 衛 門一部
37 長　　 七 0.500 0.292 3.103 0.472 3.603 0.764 48 甚 太 良
38 忠 次 郎 0.718 0.416 1.919 0.346 2.707 0.762 34 孫 左 衛 門
39 六 左 衛 門 0.700 0.401 1.908 0.345 2.608 0.746 42 六 左 衛 門
40 与 三 兵 衛 0.329 0.269 2.400 0.425 2.729 0.694 15 五 左 衛 門
41 七 兵 衛 0.513 0.418 1.513 0.271 2.026 0.689 3 助 太 夫一部
42 六 兵 衛 0.628 0.399 1.219 0.280 1.917 0.679
43 又 右 衛 門 0.624 0.436 1.301 0.241 1.925 0.677 18 茂 右 衛 門
44 徳　　 蔵 0.827 0.434 1.216 0.241 2.113 0.675
45 市郎右衛門 0.312 0.247 2.216 0.411 2.528 0.658
46 半　　 六 0.617 0.358 0.923 0.290 1.610 0.648 46 半 四 郎
47 左次右衛門 0.527 0.345 1.401 0.294 1.928 0.639
48 与　　 八 0.523 0.501 0.917 0.137 1.510 0.638 39 次良左衛門
49 左 次 兵 衛 0.620 0.370 1.406 0.265 2.026 0.635 13 佐 次 兵 衛
50 徳 左 衛 門 0.713 0.382 1.305 0.234 2.018 0.616
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に
次
ぐ
土
地
所
持
規
模
を
示
す
と
と
も
に
、
規
模
は

小
さ
い
が
又
末
家
な
ど
も
出
現
し
て
お
り
、
二
神
家

を
取
り
巻
く
新
た
な
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

続
い
て
、
新
四
郎
の
所
持
地
の
う
ち
、「
新
四
郎

当
テ
作
」
と
「
新
四
郎
支
配
地
」
と
記
載
さ
れ
た
土

地
と
百
姓
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
新
四
郎
当
テ
作
」
は
才
右
衛
門
一
人
の
み
で
、「
新

四
郎
支
配
地
」
は
①
文
太
郎
か
ら
⑳
甚
助
ま
で
二
〇

人
存
在
す
る
。「
新
四
郎
当
テ
作
」
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
そ
の
性
格
を
規
定
し
え
な
い
が
、
用
語
か

ら
判
断
す
れ
ば
、
他
人
の
土
地
の
耕
作
を
請
け
負

う
、
い
わ
ゆ
る
「
請
作
」
と
い
っ
た
関
係
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
才
右
衛
門
は
、
後
述
す
る

「
新
四
郎
支
配
地
」
の
と
こ
ろ
に
も
名
を
連
ね
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
神
家
と
つ
な
が
り
の
あ
る
家
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

次
に
、「
新
四
郎
支
配
地
」
に
つ
い
て
は
、
一
部

を
引
用
し
て
分
析
す
る
。「
名
寄
帳
」
の
「
新
四
郎

支
配
地
」
の
記
載
部
分
で
最
初
に
出
て
く
る
⑥
甚
七

を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

新
四
郎
支
配
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甚　
　

七

　
　
西
脇
助
太
夫
作
四
畝
廿
五
歩
内

十
代　

一
壱
畝
六
歩

　
　
　
　
　

高
壱
斗
弐
升

51 安 兵 衛 0.500 0.303 1.429 0.308 1.929 0.611 45 安 兵 衛
52 三 之 助 0.510 0.341 （1.229） （0.265） （1.809） （0.606） 26 長 兵 衛
53 茂 兵 衛 0.422 0.332 1.123 0.254 1.615 0.586 23 茂 兵 衛
54 六 右 衛 門 0.400 0.248 1.510 0.293 1.910 0.541 51 六 右 衛 門
55 与 左 衛 門 0.521 0.345 0.900 0.190 1.421 0.535 29 八 兵 衛
56 与 右 衛 門 0.403 0.261 1.120 0.272 1.523 0.533 19 与 右 衛 門
57 長　　 介 0.500 0.407 0.814 0.121 1.314 0.528 16 与三左衛門
58 長 左 衛 門 0.418 0.317 1.200 0.190 1.618 0.507 31 長 左 衛 門
59 庄 左 衛 門 0.420 0.256 1.422 0.250 1.912 0.506 27 庄 左 衛 門
60 吟 右 衛 門 0.415 0.285 1.025 0.218 1.510 0.503 34 孫 左 衛 門一部
61 五 兵 衛 0.411 0.295 1.013 0.207 1.424 0.502 30 五 兵 衛
62 幸　　 七 0.508 0.323 1.015 0.175 1.523 0.498 5 太 左 衛 門一部
63 八 兵 衛 0.410 0.279 1.110 0.215 1.520 0.494 29 八 兵 衛
64 勘 兵 衛 0.513 0.309 1.226 0.175 1.326 0.484 16 与三左衛門一部
65 又 左 衛 門 0.426 0.225 1.215 0.233 1.711 0.458 24 又 左 衛 門
66 文　　 七 0.400 0.268 1.107 0.188 1.507 0.456 54 半 左 衛 門
67 権 兵 衛 0.400 0.250 1.210 0.198 1.610 0.448 52 権 兵 衛
68 万 右 衛 門 0.400 0.243 0.825 0.194 1.225 0.437 37 三良右衛門
69 千 之 助 0.325 0.305 0.425 0.130 0.820 0.435 3 助 太 夫一部
70 六　　 蔵 0.229 0.138 1.522 0.289 1.821 0.427
71 五 郎 助 0.501 0.178 1.319 0.232 1.820 0.410
72 甚　　 介 0.324 0.305 0.410 0.090 0.804 0.395 3 助 太 夫一部
73 忠　　 次 0.126 0.187 0.809 0.161 1.005 0.348 20 八 十 良
74 又 四 郎 0.301 0.182 0.911 0.134 1.212 0.316 53 甚 五 郎
75 藤 兵 衛 0.202 0.086 0.926 0.128 1.128 0.214 3 助 太 夫一部
76 仁 兵 衛 0.912 0.209 0.912 0.209
77 甚　　 助 0.101 0.185 0.101 0.185
78 九郎右衛門 0.524 0.127 0.524 0.127 3 助 太 夫一部
79 新　　 六 0.217 0.083 0.217 0.083
80 半 次 郎 0.420 0.075 0.420 0.075
81 庄　　 助 0.205 0.065 0.205 0.065
82 好 右 衛 門 0.117 0.047 0.117 0.047
83 新　　 介 0.124 0.045 0.124 0.045
84 甚 右 衛 門 0.120 0.042 0.120 0.042
85 彦 四 郎 0.027 0.023 0.027 0.023
86 文 太 郎 0.010 0.010 0.010 0.010
87 政 五 郎 ― ― ― ―
安 養 寺 0.622 0.377 7.211 1.278 7.903 1.655 安 養 寺
神 田 作 主 六 兵 衛 1.206 0.921 1.206 0.921 神　　 田

合　　　計 77.600 48.179 178.900 34.266 256.500 82.445
［77.600］［48.180］［178.015］［34.241］［255.615］［82.421］

1）明和 9年 5月「風早嶋二神村田畑人別地寄帳」（第 1次 67）より作表。
2）貼紙などが剝がれていて不明な部分は、明和 9年 5月「風早嶋二神村田畑野取地次順帳」（第 1次 66）で補った。その場
合、（　）で掲示した。なお、87の政五郎の分は、「風早嶋二神村田畑野取地次順帳」に名前がないので不明である。

3）「切替畑」（焼畑）の反別は含まれていない。
4）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小数点）・斗・升・合である。
5）合計は原文書中に集計されている数字である。なお、表中の合計は［　］で示した。

田 畑 合　　計
元禄 2年との相関

反　別 石　高 反　別 石　高 反　別 石　高
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よ
り
与
え
ら
れ
た
⑥
甚
七
の
土
地
の
実
態
の
一
端
が
把
握
で
き
る
。
他
の
一
九
人
の

者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
新
四
郎
支
配
地
」
と
は
、「
名
寄
帳
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
新
四
郎
の
所
持
田
畑
の
う
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
土
地
の
こ
と
を

い
う
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
、
新
四
郎
の
所
持
田
畑
の
一
部
を
引
用
し
て
み

よ
う
。
⑥
甚
七
分
と
照
合
さ
せ
る
た
め
に
抜
き
出
し
た
も
の
が
、
次
の
引
用
箇
所
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
一
部
を
抜
き
出
し
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
順
序
も
適
宜
入
れ
換

え
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
四
郎

　
　
西
脇
助
太
夫
作
内

十
代　

一
四
畝
弐
拾
五
歩

　
　
　
　
　

高
四
斗
八
升
三
合

　
　
よ
し
浦
七
郎
兵
衛
作
内

六
代　

一
七
畝
弐
拾
八
歩

　
　
　
　
　

高
四
斗
七
升
六
合

　
　
西
脇　

孫
兵
衛
長
三
郎
金
蔵
太
右
衛
門
半
次
郎
喜
右
衛
門

又
右
衛
門
作
五
畝
廿
八
歩
内
長
三
郎
分

四
代　

一
拾
三
歩

　
　
　
　
　

高
壱
升
七
合

　
　
荒
れ
少
右
衛
門
源
三
郎
作
七
畝
八
歩
内
少
左
衛
門
分

九
代　

一
壱
畝
弐
拾
歩

　
　
　
　
　

高
一
斗
五
升

　

例
え
ば
、
⑥
甚
七
に
与
え
ら
れ
た
「
西
脇
」「
十
代
」
の
一
畝
六
歩
・
一
斗
二
升

の
田
は
、
新
四
郎
所
持
田
の
「
西
脇
」「
十
代
」
の
四
畝
二
五
歩
、
四
斗
八
升
三
合

の
田
と
対
応
す
る
。
そ
の
田
の
一
部
が
分
筆
さ
れ
て
甚
七
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

　
　
よ
し
浦
七
郎
兵
衛
作
七
畝
廿
八
歩
内

六
代　

一
壱
畝
拾
歩

　
　
　
　
　

高
八
升

　
　
西
脇
長
三
郎
作

四
代　

一
拾
三
歩

　
　
　
　
　

高
壱
升
七
合

　
　
荒
れ
源
三
郎
庄
右
衛
門
作
七
畝
八
歩
内

九
代　

一
拾
八
歩

　
　
　
　
　

高
五
升
四
合

　
　
　

高
弐
斗
七
升
壱
合

　
　

小
以
三
畝
拾
七
歩　
　
　
　

田
方

　
　
　
（
貼
紙
）

　
　
　
「　

高
壱
斗
弐
升
三
合

　
　
　
　

一
六
畝
六
歩　
　
　
　

畑
方

　
　
　

高
合
三
斗
九
升
四
合

　
　
　

田
畑
合
九
畝
弐
拾
三
歩　
　
　
　
　
　

」

　

一
筆
目
の
田
を
例
に
取
る
と
、「
西
脇
」
は
字
名
で
あ
り
、「
助
太
夫
作
四
畝
廿
五

歩
」
と
あ
る
の
は
、
以
前
の
土
地
台
）
34
（帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
持
者
が
助
太
夫
で
あ

り
、
そ
の
反
別
は
四
畝
二
五
歩
で
あ
る
。
こ
の
田
を
含
め
、
⑥
甚
七
に
は
田
反
別
三

畝
一
七
歩
、
高
二
斗
二
升
一
合
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
畑
に
つ
い
て
は
一
筆
ご
と

の
記
載
は
な
く
、
貼
紙
で
反
別
六
畝
六
歩
、
高
一
斗
二
升
三
合
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
田
畑
合
計
も
そ
の
貼
紙
に
反
別
九
畝
二
三
歩
、
高
三
斗
九
升
四
合
と
集

計
が
な
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
計
算
は
合
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
部
分
か
ら
、
二
神
家
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二
神
新
四
郎
が
所
持
す
る
西
脇
の
四
畝
二
五
歩
・
高
四
斗
八
升
三
合
の
田
は
、
検

地
帳
で
も
全
反
別
が
新
四
郎
の
名
請
と
な
っ
て
い
る
が
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
者

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
割
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
表
8
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る

よ
う
に
、
⑥
甚
七
、
③
忠
次
、
⑨
半
三
郎
の
三
人
に
、
反
別
一
畝
六
歩
、
高
一
斗
二

升
ず
つ
が
分
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
②
彦
四
郎
に
は
一
畝
七
歩
・
一
斗
二
升
三

合
が
分
与
さ
れ
た
。
一
律
一
畝
六
歩
・
一
斗
二
升
を
分
与
す
る
の
が
基
本
で
あ
り
、

一
人
の
一
歩
・
三
合
と
の
違
い
は
数
値
を
調
整
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
次
の
吉
浦
七
畝
二
八
歩
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
五
人
に
分
与
さ
れ
た
反
別
と
石

る
。
ま
た
、「
西
脇
」「
四
代
」
の
一
三
歩
、
一
升
七
合
の
田
は
、
全
部
が
甚
七
に
与

え
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
人
分
の
「
新
四
郎
支
配
地
」
の
田
畑
合
計
は
、
二
町
二
反
三

畝
二
二
歩
・
石
高
七
石
九
斗
七
升
八
合
と
な
る
。
庄
屋
地
を
除
く
新
四
郎
の
所
持
田

畑
は
、
前
出
の
表
6
に
あ
る
よ
う
に
三
町
五
反
二
畝
一
一
歩
・
一
二
石
七
斗
五
升
一

合
で
あ
っ
た
。
お
よ
そ
そ
の
半
分
が
二
〇
人
に
与
え
ら
れ
た
計
算
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
与
え
ら
れ
た
百
姓
は
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者

た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
人
の
う
ち
、
③
忠
次
と
⑩
善
蔵
は
、
名
前
を

突
き
合
わ
せ
る
と
「
又
末
家
忠
次
家
」、「
末
家
勘
右
衛
門
家
」
に
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ

く
。
③
忠
次
は
末
家
半
平
の
嫡
子
で
あ
り
、
半
平
は
「
末
家
八
十
郎
家
」
に
つ
な
が

る
者
で
あ
り
、
二
神
家
当
主
30
代
種
永
（
新
四
郎
）
の
五
男
で
あ
る
。
ま
た
、
⑩
善

蔵
は
「
末
家
勘
右
衛
門
家
」
に
つ
な
が
る
者
で
あ
り
、
二
神
家
と
特
別
関
係
の
深
い

家
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
⑨
半
三
郎
（
表
7
で
は
名
請

人
第
一
六
位
）、
②
彦
四
郎
（
同
第
八
五
位
）、
⑳
甚
助
（
同
第
七
七
位
）、
⑰
甚
右
衛

門
（
同
第
八
四
位
）、
⑪
六
蔵
（
同
第
七
〇
位
）、
⑬
半
次
郎
（
同
第
八
〇
位
）、
④
庄

左
衛
門
（
同
第
五
九
位
）
の
七
人
に
つ
い
て
は
、
表
7
に
も
名
請
人
と
し
て
名
前
が

出
て
く
る
。「
新
四
郎
支
配
地
」
を
与
え
ら
れ
た
二
〇
人
の
う
ち
、
同
表
に
名
請
人

と
し
て
名
前
の
あ
る
者
は
、
第
一
六
位
の
⑨
半
三
郎
を
例
外
と
し
て
、
総
体
的
に
所

持
高
順
位
は
低
く
、
所
持
石
高
が
少
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
と
く
に
、
前
述
し
た

よ
う
に
⑬
半
次
郎
は
、
二
神
家
の
土
地
を
「
給
畑
」
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
者
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
末
家
・
又
末
家
に
つ

な
が
る
者
、
名
請
人
と
し
て
そ
の
名
が
検
地
帳
に
も
登
場
す
る
者
、
名
請
人
と
し
て

に
は
ま
っ
た
く
現
れ
な
い
者
の
三
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
中
世
か
ら
一
定

の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
近
世
に
入
っ
て
変
容
を
遂
げ
つ
つ
も
、
依
然
と
し
て
二
神
家

と
何
ら
か
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
家
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
新
四

郎
支
配
地
」
を
配
分
す
る
と
き
の
分
与
の
内
容
を
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
三
例
を

選
び
出
し
て
、
表
8
で
論
証
し
て
み
た
い
。

表 8　明和 9年　二神家の「新四郎支配地」の分与の事例
西脇 4畝 25歩の田 吉浦 7畝 28歩の田 荒れ 7畝 08歩の田
反　別 石　高 反　別 石　高 反　別 石　高
反 石 反 石 反 石

⑥　甚　　　七 0.106 0.120 0.110 0.080 0.018 0.054
③　忠　　　次 0.106 0.120 0.110 0.080 0.020 0.060
⑨　半　三　郎 0.106 0.120 0.110 0.080 0.020 0.060
②　彦　四　郎 0.107 0.123 0.109 0.078 0.020 0.060

0.020 0.060
⑳　甚　　　助 0.021 0.042 0.020 0.060
⑰　甚 右 衛 門 0.128 0.116
⑪　六　　　蔵 0.020 0.060
⑮　又 右 衛 門 0.020 0.060
⑯　与　　　七 0.020 0.060
⑱　市郎右衛門 0.020 0.060
④　庄 左 衛 門 0.020 0.060
合　計 0.425 0.483 0.728 0.476 0.708 0.654

1）明和 9年 5月「風早嶋二神村田畑人別地寄帳」（第 1次 67）より作成。
2）番号は、表 7で付したものである。
3）単位は、反別が町・反（小数点）・畝・歩、石高が石（小数点）・斗・升・合である。
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高
に
は
差
が
あ
る
が
、
三
人
に
分
与
さ
れ
た
一
畝
一
〇
歩
・
八
升
の
数
値
が
基
本
で

あ
っ
た
。
最
後
の
荒
れ
七
畝
八
歩
の
田
に
つ
い
て
は
、
一
〇
人
の
者
に
分
与
さ
れ
た

が
、
典
型
的
な
均
等
分
与
を
示
す
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
者
は
一
〇
人
で
あ
る

が
、
分
与
数
は
⑨
彦
四
郎
に
二
口
が
分
与
さ
れ
て
い
る
の
で
一
一
口
と
な
る
。
九

人
・
一
〇
口
が
一
律
二
〇
歩
・
六
升
の
分
与
で
、
一
人
⑥
甚
七
だ
け
が
一
八
歩
・
五

升
四
合
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
調
整
の
た
め
に
生
じ
た
差
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
三
例
と
も
、
均
等
分
与
を
基
本
と
し
て
「
新
四
郎
支

配
地
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。

　
「
新
四
郎
支
配
地
」
は
、
あ
く
ま
で
も
二
神
家
が
所
持
す
る
田
畑
の
中
か
ら
分
与

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
出
の
表
7
は
、
才
右
衛
門
が
「
新
四
郎
当
テ
作
」
と
し
て

一
反
六
畝
二
二
歩
・
五
斗
二
升
九
合
の
田
畑
を
請
作
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い

る
。「
当
テ
作
」
は
「
宛
作
」
の
こ
と
で
あ
り
、
請
作
関
係
を
示
す
用
語
と
理
解
し

て
大
過
な
か
ろ
う
。
こ
の
「
当
テ
作
」
と
し
て
請
作
す
る
こ
と
と
、「
新
四
郎
支
配

地
」
を
分
与
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、「
新
四

郎
支
配
地
」
を
分
与
さ
れ
る
者
が
、
二
神
家
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
田
畑
を
耕
作
し

た
の
か
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
先
の
二
章
で
引
用
し
た
史
料
中
（
表
3
の
基
礎

史
料
）
に
は
、「
家
頼
」
な
ど
へ
与
え
た
田
を
差
し
引
い
た
残
分
が
田
の
「
手
作
」

（
自
作
）
で
あ
る
と
算
定
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
反
別
は
一
町
五
畝
二
歩

で
あ
り
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
う
ち
田
の
合
計
は
七
反
八
畝
二
歩
で
あ
る
か
ら
、

計
算
上
で
は
実
際
の
自
作
部
分
は
か
な
り
少
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
新
四
郎

支
配
地
」
の
耕
作
を
自
作
と
想
定
す
る
な
ら
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
分
与
さ
れ
た

者
た
ち
は
二
神
家
の
経
営
に
お
い
て
自
作
部
分
を
担
っ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

　

こ
う
し
て
、
前
章
で
検
討
し
た
末
家
が
土
地
所
持
規
模
に
お
い
て
上
位
に
位
置
す

る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
新
四
郎
支
配
地
」
を
耕
作
す
る
者
た
ち
は
、
名

請
人
と
し
て
検
地
帳
に
登
載
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
登
載
さ
れ
て
も
き
わ
め
て
小
規

模
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、「
新
四
郎
支
配
地
」
の
分

与
を
受
け
た
二
〇
軒
の
家
が
、
二
神
家
と
の
関
係
で
従
属
関
係
に
あ
っ
た
と
は
断
定

し
が
た
い
。
む
し
ろ
、
田
畑
所
持
規
模
の
上
位
者
と
は
末
家
関
係
を
維
持
、
強
化

し
、
下
位
者
と
は
「
新
四
郎
支
配
地
」
な
ど
を
分
与
し
て
そ
れ
ら
の
家
の
存
続
を
可

能
に
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
れ
る
。
こ
こ
に
、
土
地
を
介
在
と
し
た
家
同
士
の
結
合

の
あ
り
方
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
代
え
て

　

以
上
、
中
世
に
海
の
民
と
し
て
活
動
し
た
二
神
家
の
近
世
的
対
応
に
つ
い
て
、
土

地
所
持
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
二
神
島

に
お
け
る
二
神
家
の
地
位
は
、
単
に
百
姓
身
分
と
い
う
よ
り
、
武
士
と
百
姓
の
中
間

的
な
性
格
を
有
し
た
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
正
保
年
間
に
28
代
当
主
二
神
種
忠

（
八
右
衛
門
）
が
初
め
て
庄
屋
に
就
任
す
る
な
ど
、
二
神
家
は
近
世
の
村
の
行
政
を

担
う
存
在
と
な
る
が
、
近
世
当
頭
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
中
世
的
な
性
格
を
色
濃
く

残
し
て
い
た
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
世
に
集
団
の
中
枢
に
あ
っ
た
家
が
、
近

世
に
入
っ
て
も
一
定
の
勢
力
を
維
持
す
る
よ
う
な
家
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま

の
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
能
登
の
「
扶
持
人
」
や
紀
州
藩
の
「
地
士
」

な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
近
世
村
落
に
お
い
て
経
営
面

で
も
行
政
面
で
も
中
心
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
村
落
の
維
持
、
運
営
に
当
た
っ
た
。

二
神
村
で
は
二
神
家
が
そ
の
立
場
に
あ
り
、
行
政
面
の
み
な
ら
ず
、
家
制
度
の
面
で

も
中
世
か
ら
つ
な
が
る
家
同
士
の
結
合
を
保
持
し
つ
つ
、
近
世
的
な
関
係
を
構
築
し

て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　

制
度
的
に
は
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
親
族
を
松
山
藩
の
家
臣
ら
と
養
子
縁
組

み
や
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
藩
と
の
関
係
を
強
化
し
て
い
る
。
一
方
で
、
瀬
戸
内
海
の

島
々
に
居
住
す
る
旧
水
軍
の
村
上
家
臣
や
、
二
神
一
族
と
し
て
二
神
氏
と
の
関
係
の

強
い
家
と
の
縁
組
み
を
行
っ
て
い
る
点
は
、
中
世
か
ら
連
な
る
家
同
士
の
関
係
を
保

持
し
、
さ
ら
な
る
結
束
を
目
指
そ
う
と
す
る
現
れ
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
こ
う

し
た
縁
戚
関
係
の
構
築
は
、
近
世
的
な
対
応
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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ど
と
水
主
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
が
記
さ
れ
て
い
る
。
支
払
い
の
対
象
と
な
っ
た
水
主

に
は
、
吟
右
衛
門
を
は
じ
め
半
平
、
金
助
な
ど
二
〇
人
が
名
を
連
ね
る
。
な
お
、
吟

右
衛
門
は
、
こ
の
「
勘
定
帳
」
の
末
尾
に
庄
屋
英
左
衛
門
、
組
頭
半
三
郎
と
と
も
に

組
頭
と
し
て
連
署
し
て
い
る
。
明
和
九
年
の
表
7
に
は
吟
右
衛
門
の
名
前
が
あ
る

が
、
所
持
高
は
六
〇
位
の
五
斗
三
合
と
そ
の
規
模
は
小
さ
い
。
こ
れ
ら
二
史
料
の
中

で
廻
船
主
と
水
主
の
名
前
が
照
合
可
能
な
の
は
二
〇
人
の
う
ち
七
人
で
あ
る
。
親
か

ら
子
供
に
名
前
が
継
承
さ
れ
て
い
な
い
例
も
あ
っ
て
、
同
じ
家
で
も
確
認
で
き
な
い

分
も
あ
る
。
た
だ
、
水
主
と
廻
船
主
が
重
な
る
部
分
が
多
い
の
で
、
廻
船
業
を
主
た

る
生
業
と
し
て
い
た
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
廻
船
業
を
営
む
家
に

と
っ
て
は
、
土
地
を
所
持
す
る
こ
と
は
却
っ
て
生
業
の
足
枷
と
な
り
、
し
た
が
っ

て
、
所
持
高
の
少
な
さ
は
そ
う
し
た
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

海
の
視
点
を
入
れ
た
分
析
が
不
可
欠
な
こ
と
は
言
及
す
る
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。

注（1
）　

二
神
島
や
二
神
氏
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
進

め
ら
れ
て
き
た
。
景
浦
勉
「
二
神
氏
の
出
自
と
そ
の
動
静
に
つ
い
て
」（『
大
山
積
神

社
関
係
文
書
』、
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）、
石
野
弥
栄
「
河
野
氏
の

守
護
支
配
と
伊
予
海
賊
衆
」（『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　

研
究
紀
要
』
第
一
号
、

一
九
九
六
年
）、
同
「
河
野
氏
の
時
代
と
二
神
氏
」（『
海
の
民　

ふ
た
が
み
』
第
三

号
、
二
〇
〇
一
年
）、
福
川
一
徳
「
伊
予
二
神
氏
と
二
神
文
書
」（『
四
国
中
世
史
研

究
』
第
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
分
厚
い
蓄
積
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
二
神
英
臣
「
二
神
通
範
と
そ
の
周
辺
」（『
海
の
民　

ふ
た
が
み
』
第
一

一
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
始
め
、
豊
田
渉
や
網
野
善
彦
な
ど
の
研
究
報
告
を
収
載
し

た
二
神
系
譜
研
究
会
発
行
『
海
の
民　

ふ
た
が
み
』
の
諸
号
に
は
、
二
神
氏
に
関
す

る
す
ぐ
れ
た
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研

究
所
で
断
続
的
に
行
わ
れ
た
二
神
島
の
調
査
研
究
の
成
果
と
し
て
も
、
網
野
善
彦

「
伊
予
国
二
神
島
を
め
ぐ
っ
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
号
、
平
凡
社
、
一
九
八
六

年
）、
西
和
夫
「
二
神
島
と
由
利
島
の
建
築
―
一
九
九
五
年
度
の
調
査
結
果
に
つ
い

て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）、
橘
川
俊
忠
・
関
口

　

ま
た
、
島
内
で
は
末
家
、
又
末
家
、
さ
ら
に
「
家
頼
」
な
ど
と
の
結
び
つ
き
が
、

土
地
を
介
在
に
し
て
行
わ
れ
た
。
末
家
と
い
っ
て
も
、
そ
の
多
く
が
土
地
所
持
高
に

お
い
て
二
神
家
に
次
ぐ
上
位
に
名
を
連
ね
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。「
家
頼
」
も
二
神

家
か
ら
二
反
余
の
土
地
を
分
与
さ
れ
て
お
り
、
妙
見
神
の
祭
事
に
は
執
行
者
と
し
て

取
り
た
て
ら
れ
た
り
、
二
神
家
の
「
歳
男
」
を
勤
め
た
り
す
る
な
ど
、
二
神
家
と
の

結
び
つ
き
は
特
別
強
い
。
こ
う
し
た
事
実
を
考
え
る
と
、「
家
頼
」
を
は
じ
め
末

家
、
又
末
家
と
二
神
家
と
の
間
に
は
主
従
の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
想
定
し
に
く
い
。

と
く
に
、「
家
頼
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
く
異
な
る
。

　

さ
ら
に
、
二
神
家
に
は
「
新
四
郎
支
配
地
」
と
称
さ
れ
る
土
地
が
あ
っ
た
。
そ
の

土
地
は
二
〇
人
に
分
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
数
人
は
村
の
検
地
帳
の
名
請
人
に

も
な
っ
て
い
る
が
、
総
体
的
に
所
持
規
模
は
小
さ
い
。
そ
し
て
、
一
筆
ご
と
の
分
与

の
内
容
を
み
る
と
、
均
等
分
与
が
基
本
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
中
世
の
家
同
士
の
関

係
が
近
世
に
継
続
し
た
と
捉
え
る
条
件
が
整
っ
て
い
る
。
た
だ
、
即
断
は
許
さ
れ

ず
、
二
神
家
が
所
持
す
る
土
地
の
性
格
と
、
分
与
さ
れ
る
者
と
の
関
係
を
さ
ら
に
詳

細
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
世
に
「
海
の
領
主
」
と
し
て

君
臨
し
た
二
神
家
は
、
近
世
に
入
る
と
土
地
を
介
在
と
し
な
が
ら
、
中
世
か
ら
結
び

つ
い
て
い
た
家
同
士
の
結
束
を
図
る
一
方
で
、
庄
屋
に
就
任
し
て
村
の
行
政
を
中
心

的
に
担
う
存
在
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
く
。

　

と
こ
ろ
で
、
各
百
姓
の
所
持
反
別
か
ら
判
断
し
て
も
、
農
業
専
業
で
生
業
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
漁
業
や
廻
船
業
な
ど
海
に
関
す
る
生
業
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
直
接
海
の
視
点
は
入
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
廻

船
業
に
関
し
て
は
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
「
寅
歳
風
早
嶋
二
神
村
現
船

改
）
35
（帳

」
に
は
、
八
端
帆
の
永
清
丸
（
九
反
帆
五
三
石
・
長
右
衛
門
）
と
永
若
丸
（
九
反

帆
・
五
五
石
・
武
兵
衛
）
の
「
活
船
」
が
二
艘
、
六
端
帆
五
艘
（
い
ず
れ
も
三
枚

帆
）、
橋
舟
四
三
艘
の
合
計
五
〇
艘
の
廻
船
と
所
有
者
の
名
前
が
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）「
未
年
御
用
二
神
村
浦
水
主
賃
銭
勘
定

）
36
（帳

」

に
は
、「
一
六
拾
五
匁　

吟
右
衛
門　

五
月
十
三
日
払
大
坂
行
水
主
壱
人
賃
銭
」
な
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介
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
五
年
）
を
始
め
、
近
世

社
会
の
基
礎
構
造
を
分
析
す
る
論
考
が
数
多
く
発
表
さ
れ
、
後
続
の
近
世
史
研
究
者

の
多
く
が
こ
の
理
論
を
基
礎
に
し
て
学
会
を
主
導
し
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て

は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
追
究
さ
れ
、
脇
田
修
『
織
田
政
権
の
基
礎
構
造
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）、
三
鬼
清
一
郎
『
太
閤
検
地
と
朝
鮮
出
兵
』（『
岩
波

講
座
日
本
歴
史
』
九
、
一
九
七
五
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（
5
）　

田
上
繁
「
前
田
領
に
お
け
る
検
地
の
性
格
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
二
編
第
一

〇
号
、
一
九
九
三
年
）。
田
上
は
、
近
世
に
お
け
る
「
石
高
」
を
年
貢
高
と
捉
え
、

豊
臣
秀
吉
は
「
太
閤
検
地
」
に
よ
っ
て
直
接
生
産
者
の
生
産
高
を
掌
握
し
、
そ
の
余

剰
部
分
を
す
べ
て
収
奪
す
る
体
制
を
創
り
出
し
た
と
す
る
従
来
の
生
産
高
説
に
真
正

面
か
ら
反
論
し
た
。
ま
た
、
池
上
裕
子
「
織
豊
検
地
論
」（
永
原
慶
二
・
佐
々
木
潤

之
介
編
『
日
本
中
世
史
研
究
の
軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
で
も
、

中
世
か
ら
近
世
の
「
石
高
」
の
問
題
を
分
析
し
て
い
る
が
、
斗
代
の
一
石
五
斗
は

「
年
貢
」
高
の
標
準
値
を
示
す
数
字
で
あ
る
と
し
た
点
は
卓
見
で
あ
る
。
こ
の
石
高

制
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
は
、
松
下
志
朗
『
幕
藩
制
社
会
と
石
高
制
』

（
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）、
本
多
隆
成
『
近
世
初
期
社
会
の
基
礎
構
造
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
九
年
）、
丑
木
幸
男
『
石
高
制
確
立
と
在
村
構
造
』（
文
献
出
版
、
一

九
九
五
年
）、
中
野
等
「
慶
長
期
の
石
高
制
に
つ
い
て
―
筑
後
田
中
領
検
討
―
」

（『
地
方
史
研
究
』
二
四
〇
号
、
一
九
九
二
年
）、
田
中
誠
二
『
近
世
の
検
地
と
年
貢
』

（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）、
秋
澤
繁
「
太
閤
検
地
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一

一
、
一
九
九
三
年
）、
田
上
繁
「
天
正
期
の
枡
と
検
地
―
前
田
領
を
中
心
に
し
て
―
」

（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
歴
史
と
民
俗
』
第
四
号
、
平
凡
社
、
一

九
八
九
年
）
な
ど
多
数
あ
る
。

（
6
）　

田
上
繁
「
前
田
領
に
お
け
る
「
免
」
に
関
す
る
試
論
」（
神
奈
川
大
学
日
本
常

民
文
化
研
究
所
奥
能
登
調
査
研
究
会
編
『
奥
能
登
と
時
国
家　

研
究
編
』
2
、
平
凡

社
、
二
〇
〇
一
年
）
や
同
「
近
世
地
方
書
に
あ
ら
わ
れ
る
高
と
免
に
関
す
る
一
考

察
」（
神
奈
川
大
学
日
本
経
済
史
研
究
会
編
『
日
本
地
域
社
会
の
歴
史
と
民
俗
』、
雄

山
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
口
久
夫
「「
免
」
の
意
味

変
化
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
一
九
九
三
年
三
月
号
）。「
免
」
の
意
味
が
「
損
面

率
」
か
ら
「
物
成
率
」
へ
と
転
化
す
る
過
程
を
解
明
し
た
、
中
口
の
論
旨
に
共
鳴
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
く
に
、
近
世
の
「
高
」
を
年
貢
高
と
み
な
す
中
口
の
主
張

か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
し
か
し
、「
免
」
の
意
味
変
化
の
問
題
を
考
察
す
る
場

合
、
言
語
学
的
な
解
釈
論
を
一
歩
進
め
て
、
な
に
ゆ
え
、
免
の
転
化
が
も
た
ら
さ
れ

た
か
と
い
う
、
収
納
形
態
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
7
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
103
。

博
巨
「
二
神
司
朗
家
文
書
の
整
理
と
研
究
」（『
海
の
民　

ふ
た
が
み
』
第
五
号
、
二

〇
〇
三
年
）
の
う
ち
、
関
口
「
石
手
寺
と
二
神
島
安
養
寺
の
本
末
関
係
の
形
成
」、

白
水
智
「
二
神
家
伝
来
の
古
銭
に
つ
い
て
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
三
号
、
平
凡

社
、
一
九
九
六
年
）、
永
井
久
美
男
「
近
世
銭
貨
の
流
通
―
二
神
家
伝
来
古
銭
の
調

査
を
中
心
と
し
て
―
」（『
歴
史
と
民
俗
』
第
一
四
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）、

関
口
博
巨
「
近
世
の
二
神
家
と
二
神
島
」（『
忽
那
諸
島
の
歴
史
を
訪
ね
て
』、
松
山

市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
多
数
の
労
作
が
生
ま
れ
て
い
る
。

（
2
）　

近
世
の
村
に
は
百
姓
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
士
分
的
な
性
格
を
有
し
た
家
が

存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
加
賀
藩
の
「
扶
持
人
」、
紀
州
藩
の
「
地
士
」

な
ど
が
そ
れ
に
比
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
扶
持
人
」
に
つ
い
て
は
、
和
嶋
俊
二

「
加
賀
藩
の
初
期
十
村
の
成
立
」（
若
林
喜
三
郎
編
『
加
賀
藩
社
会
経
済
史
の
研

究
』、
名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
。
本
論
文
は
『
奥
能
登
の
研
究
』、
平
凡
社
、
一
九

九
七
年
に
再
録
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、「
地
士
」
に
つ
い
て
は
、
田
上
繁
「
小
山
家

文
書
に
つ
い
て　

二
、
近
世
文
書
と
近
世
の
小
山
家
」（
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文

化
研
究
所
編
『
歴
史
と
民
俗
』
第
六
号
、
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
、
中
世
の

「
海
賊
」
―
水
軍
の
系
譜
を
ひ
く
紀
伊
国
古
座
の
小
山
家
が
、
和
歌
山
藩
主
徳
川
頼

宣
か
ら
地
士
に
任
命
さ
れ
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文

化
研
究
所
編
『
紀
州
小
山
家
文
書
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
収
録
さ
れ

た
史
料
に
は
、
周
参
見
組
、
江
田
組
、
古
座
組
、
三
尾
川
組
、
四
番
組
、
奥
熊
野
本

宮
組
な
ど
の
地
士
姓
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
武
士
と
百
姓
と
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
家
の
存
在
は
早
く
か
ら
注
目

さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
、
士
分
格
と
み
な
さ
れ
る
「
郷
士
」
に
関
す
る
研
究
は
豊
富

で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
小
野
武
夫
『
郷
士
制
度
の
研
究
』（
大
岡
山

書
店
、
一
九
二
五
年
）
や
、
桑
波
田
興
「
薩
摩
藩
郷
士
の
家
臣
的
性
格
」（
秀
村
選

三
編
『
薩
摩
藩
の
基
礎
構
造
』、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
〇
年
）、
秀
村
選
三

「
薩
摩
藩
郷
士
守
屋
家
研
究
の
課
題
と
展
望
」（
秀
村
選
三
編
『
薩
摩
藩
の
構
造
と
展

開
』、
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
七
六
年
）、
平
尾
道
雄
『
土
佐
藩
』（『
日
本
歴
史
叢

書
』
一
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）　

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
の
年
号
が
あ
る
由
利
島
の
由
利
明
神
（
矢
立
大
明

神
）
棟
札
に
は
、
二
神
新
四
郎
種
章
の
肩
書
き
が
「
二
神
村
荘
官
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
4
）　

安
良
城
盛
昭
「
太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
一
、
二
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
六

三
、
一
六
四
号
、
一
九
五
三
年
）
な
ど
の
論
文
で
提
起
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
安
良
城

の
主
張
は
、『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
九
年
）

に
代
表
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
佐
々
木
潤
之
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切
な
い
。
前
出
注
2
で
説
明
を
加
え
た
よ
う
に
、
斗
代
は
年
貢
高
と
把
握
す
る
方
が

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

（
24
）　
『
愛
媛
県
史
』（
資
料
編　

近
世
上
、
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
、
一
九
八
四

年
）。

（
25
）　

同
右
。

（
26
）　

同
右
。

（
27
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
66
。

（
28
）　

松
山
藩
の
土
地
制
度
に
「
地
坪
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。『
松
山
市
史
』（
第

二
巻
、
近
世
、
松
山
市
史
編
集
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

定
免
法
（
春
免
）
に
よ
る
徴
税
の
基
盤
を
固
め
た
の
が
「
地
坪
法
」（
農
地
割
替
）
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
一
村
内
の
土
地
を
す
べ
て
村
民
の
共
同
保
有
の
建
前
と
し
た
う

え
、
村
中
立
会
い
の
も
と
で
土
地
の
丈
量
・
品
付
・
石
盛
を
行
い
、
ま
ず
寺
院
社

地
・
役
地
を
居
地
（
す
わ
り
ち
）
と
し
て
、
い
ち
お
う
地
割
の
対
象
か
ら
除
い
て
お

い
て
、
残
り
の
土
地
を
土
質
・
水
利
・
交
通
運
搬
な
ど
の
良
否
利
便
を
考
慮
し
て
十

数
段
階
に
区
分
し
た
。
…
…
こ
の
区
分
し
た
土
地
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
せ
、
平

均
し
た
用
益
単
位
を
作
成
し
た
う
え
、
こ
れ
を
鬮く
じ

取
り
法
に
よ
っ
て
、
村
民
各
自
の

従
来
の
持
ち
高
に
応
じ
て
村
民
に
分
配
割
り
付
け
が
な
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
一
種
の
割
地
制
度
で
あ
り
、
一
部
除
外
さ
れ
る
土
地
も
あ
っ
た
が
、
土
地

は
一
村
持
ち
と
し
て
鬮
取
り
に
よ
っ
て
各
百
姓
に
配
分
さ
れ
た
。
た
だ
、
二
神
家
の

所
持
地
の
推
移
を
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
と
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
で
比
較
し

た
と
こ
ろ
、
大
部
分
が
同
じ
土
地
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
今
後
、
精

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

（
29
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
19
。

（
30
）　

田
上
繁
「
近
世
初
期
検
地
の
性
格
と
村
落
」（
渡
辺
尚
志
・
長
谷
川
裕
子
編

『
中
世
・
近
世
土
地
所
有
史
の
再
構
築
』、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
奥
能
登
の

時
国
村
（
幕
府
領
と
加
賀
藩
領
の
二
給
村
）
の
う
ち
、
幕
府
領
の
時
国
家
で
は
貞
享

二
年
（
一
六
八
五
）
の
字
別
歩
数
は
一
五
五
〇
歩
、
二
九
〇
〇
歩
な
ど
、
歩
の
単
位

で
す
べ
て
端
数
の
で
な
い
切
り
の
よ
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
作
為
的
な

歩
数
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
31
）　

秀
村
選
三
「
石
高
制
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
」（『
経
済
学
研
究
』
二
九
―
二
、

一
九
六
三
年
）。
早
く
か
ら
「
石
高
」
は
作
為
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
算
面
の
つ
く

り
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
32
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
67
。

（
33
）　

同
右
第
一
次
66
。

（
8
）　

二
神
家
に
伝
存
す
る
各
種
の
系
図
に
は
、
い
ず
れ
も
二
神
家
の
出
自
を
長
門
国

の
豊
田
氏
と
し
て
い
る
。

（
9
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
76
。

（
10
）　

同
右
第
一
次
374
―
1
。

（
11
）　

同
右
第
一
次
103
。

（
12
）　

同
右
無
番
号
。

（
13
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
90
。

（
14
）　

関
口
博
巨
「
日
本
常
民
文
化
研
究
所
と
二
神
司
朗
家
文
書
」『
海
の
民　

ふ
た

が
み
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
15
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
69
。

（
16
）　

同
右
第
一
次
72
―
2
。
な
お
、
年
代
は
、
他
に
包
紙
（
第
一
次
72
―
0
）
が
伝

わ
る
の
で
安
永
八
年
と
判
明
す
る
。

（
17
）　

同
右
第
一
次
79
―
1
。

（
18
）　

同
右
第
一
次
65
。

（
19
）　

こ
こ
で
い
う
「
切
替
畑
」
と
は
焼
畑
の
こ
と
を
指
す
。「
切
替
畑
」
は
石
高
が

設
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
検
地
帳
な
ど
公
的
な
土
地
関
係
文
書
に
は
記
載
さ
れ
な

い
。

（
20
）　

庄
屋
地
は
、
庄
屋
に
就
任
し
た
家
に
与
え
ら
れ
る
土
地
で
あ
る
。
松
山
藩
の
土

地
制
度
で
あ
り
、
必
ず
し
も
中
世
の
本
貫
地
と
し
て
保
有
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。

（
21
）　
「
二
神
氏
田
畑
地
寄
帳
」
に
は
、
本
田
畑
、
庄
屋
地
、
切
替
地
の
ほ
か
に
も
、

「
古
作
并
買
地
之
内
売
置
請
返
之
分
天
明
八
申
二
月
よ
り
相
増
」
分
と
し
て
、
田
二

反
一
二
歩
・
一
石
一
斗
一
升
七
合
、
畑
三
反
三
畝
二
歩
・
五
斗
三
升
一
合
が
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
22
）　

原
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
合
計
高
と
表
中
の
数
値
を
集
計
し
た
合
計
高
に
は
若

干
の
誤
差
が
生
じ
る
。
当
時
、
本
文
書
を
作
成
す
る
と
き
に
誤
記
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
、
計
算
違
い
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
村
と
領
主
の
関
係
で
は
公
的
な

村
高
や
反
別
の
数
値
で
年
貢
な
ど
が
算
定
さ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
も
大
き
な
誤
差
は

な
い
こ
と
か
ら
、
原
文
書
で
集
計
さ
れ
て
い
る
合
計
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
に

は
、
そ
の
数
値
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
23
）　

従
来
の
研
究
で
は
、
中
世
に
お
い
て
年
貢
高
を
表
し
て
い
た
「
斗
代
」
が
、
近

世
で
は
突
如
と
し
て
「
生
産
高
」
を
示
す
用
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
検
地
条
目
を
分
析
し
て
も
、
例
え
ば
、
上
田
一
石
五
斗
、
中
田
一
石
三

斗
、
下
田
一
石
一
斗
、
上
畑
一
石
二
斗
、
中
畑
一
石
、
下
畑
八
斗
な
ど
と
等
級
別
地

目
の
石
高
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
、「
有
米
」
や
「
収
量
」
を
示
す
よ
う
な
用
語
は
一
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瀬戸内海二神家の近世的対応に関する試論

（
34
）　

元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
土
地
台
帳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
禄
二
年
以

後
は
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
ま
で
検
地
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
35
）　

二
神
司
朗
家
文
書
第
一
次
99
。

（
36
）　

同
右
第
一
次
144
。
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【
付
図
】　
二
神
氏
縁
戚
家
の
系
譜

 

（
二
神
家
司
朗
家
文
書　

第
1
次
76
）

（
表
紙
）

　
「　

于
時
安
永
十
辛
丑
年
正
月
吉
日

　

二
神
氏
末
家
之
次
第

　
　
　
　

二
神
藤
右
衛
門
種
章
尋
古
記
改
之
」

勘
　

右
　

衛
　

門
家

元
祖

某此
家
時
代
至
テ
古
、
先
祖
筋
目
ノ
ホ
ド
不
知
、
古
記
等
在
之
ト
イ
ヘ
ト
モ
焼
失
ス
、
何
サ
マ
タ
ヾ
シ
キ
家
也
、

二
神
家
同
家
ニ
候
ヤ
、
其
分
レ
モ
不
知
、
後
ヲ
ヒ
〳
〵
縁
組
ノ
事
紛
ナ
シ
、
仍
代
数
不
明
中
興
相
知
レ
ル
処
、

左
ニ
記
之

口
伝
ニ
曰
、
往
古
此
家
二
神
嶋
ニ
古
ク
住
居
ス
ル
処
、
二
神
藤
十
郎
種
家
予
州
ニ
ワ
タ
リ
、
河
野
家
ニ
ゾ

ク
シ
テ
所
々
知
行
ス
ル
中
ニ
モ
、
二
神
嶋
ヲ
住
所
ト
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右
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